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概要 
魚種の特徴 
〔分類・形態〕 
 タラ目タラ科に属し、学名は Gadus macrocephalus。頭は大きく、腹部が肥大する。上

顎は下顎より突出する。下顎の先端に 1 本のひげがある。背鰭は 3 基、臀鰭は 2 基。 

〔分布〕 
 銚子以北、北海道周辺、日本海、朝鮮半島周辺、渤海、黄海、東シナ海、オホーツク

海からベーリング海、カリフォルニア州に分布。日本海北部における分布水深は 200～
400mであるが産卵期には浅い水深に移動する。 

〔生態〕 
 寿命は 10 歳。成熟開始年齢は 3～4 歳であり、雄では体長 40cm 以上、雌では 50cm
以上。産卵期は 1～3 月である。未成魚、成魚ともに魚類、頭足類、甲殻類（エビ類）

を主な餌としている。なお、本種の主たる捕食者は明らかではない。 

〔漁業〕 
 底びき網、刺網、はえ縄、定置網及び釣り等で漁獲されており、漁法別の漁獲量の割

合は比較的安定している。底びき網漁船はかけまわし及び板びきにより操業している。

刺網等のほかの漁業種も含め、漁船は 19 トン以下の小型船がほとんどである。 

〔利用〕 
 日本海では多くが生鮮で扱われる。鍋物、フライ等にし、精巣は酢の物や天ぷらで食

べる。新鮮な個体では昆布締めも美味である。 

 
資源の状態 
 本系群の漁獲量は、1980 年代中頃まで 1,700～4,200 トンの間で、1989 年に過去最高

（5,200 トン）となった後 1992～2004 年までは 1,000～2,100 トンの間で周期的に変動し

た。2005 年以降は概ね 3,000 トン前後で推移していたが、2015 年以降減少し 2017 年は

2,500 トンとなった。2017 年の親魚量から資源水準は高位、最近 5 年間の資源量の推移

から、動向は増加と判断された。資源評価結果は毎年公開の会議で外部有識者を交えて

協議されるとともにパブリックコメントにも対応した後に確定され、公表されている。

現状の漁獲圧（Fcurrent）は Flimit（Fmed）よりも低く、現状の漁獲圧が続いた場合 2024
年の資源量は増加すると予測される。資源評価結果を受けて設定された生物学的許容漁

獲量(ABC)、並びに予防的措置は漁業管理方策に反映されていない。産卵期の成魚が主

な漁獲対象であり、若齢魚への漁獲圧は低く、特段の漁業管理方策は策定されていない。 
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海洋環境と生態系への配慮 
 マダラ日本海系群を漁獲する漁業の生態系への影響の把握に必要となる情報、モニタ

リングの有無について見ると、マダラの生態、資源、漁業等については関係県、水産機

構等で調査が行われ成果が蓄積されている。当該海域では各県調査船による水温、塩分

等の調査が定期的に実施されている。評価対象漁業から魚種別漁獲量を把握できる体制

にあるが、混獲非利用種や希少種について漁業から情報収集できる体制は整っていない。 

 マダラを漁獲する漁業による他魚種への影響として、混獲利用種（小型底びき網では

ニギス、ホッコクアカエビ、ハタハタ、刺し網ではヒラメ、マガレイ、ウスメバル、ズ

ワイガニ、はえ縄ではホッケ）のうち、ヒラメ、マガレイ、ホッケの資源が懸念される

状態であった。混獲非利用種としては小底では大部分はキタクシノハクモヒトデである

が混獲による悪影響が懸念される状況ではなかった。刺し網、はえ縄についてはデータ

がなかった。生息域が評価対象海域と重複する希少種に関しては、アカウミガメでリス

クが中程度とみられたが、その他の希少種ではリスクは低いと判断されたことから、全

体的に対象漁法が希少種に及ぼすリスクは低いと考えられる。 

 食物網を通じたマダラ漁獲の間接影響について、マダラ自身が高次捕食者であるため

当該海域においてはマダラの捕食者は見当たらない。また、競争者についても見当たら

ない。マダラの餌生物と考えられるハタハタ、ムシガレイ、ホッケ、ニギスのうちホッ

ケの資源状態が懸念されるがホッケの資源変動は環境要因に影響されている可能性が

ありマダラによる捕食が影響を与えているとはいえなかった。 

漁業による生態系全体への影響について、日本海北区では総漁獲量及び漁獲物平均栄

養段階（MTLc）ともにここ 10 年以上の年変動は安定して推移していることから、対象

漁業が生態系全体に及ぼす影響は小さいと推定された。 

漁業による環境への影響のうち海底環境については、はえ縄、刺し網の影響は軽微で

あると考えられる。小型底びき網は、漁業の規模と強度の規模は重篤ではないが、栄養

段階組成の年変動が安定的に推移していないことから漁場の一部での海底環境の影響

が懸念された。水質への影響については、対象漁業からの排出物は適切に管理されてお

り、負荷は低いと判断された。大気への影響については、小型底びき網、刺し網の負荷

は軽微、はえ縄は他漁業からの類推から悪影響が懸念されないとはいえないと判断した。 

 
漁業の管理 
 マダラ日本海系群を漁獲する沖合底びき網、小型底びき網漁業は大臣及び県知事許可

漁業、刺し網、はえ縄漁業も県知事許可漁業で、前者の一部は漁業権行使、後者の一部

は広域漁業調整委員会承認漁業か少数が自由漁業として操業している。TAC 魚種では

なく、アウトプット・コントロールはなされていない。テクニカル・コントロールにつ



 
 

3 

いては、知事許可漁業でないはえ縄漁業を除いては操業禁止区域等の一定の規制が課せ

られている。環境等への漁具による影響を軽減する規制は導入されており、生態系の保

全・再生活動が活発に行われているか、もしくは陸上の人間活動が対象資源の持続性に

影響しないと考えられる。広域魚種として広域漁業調整委員会でも議論され、生息域を

カバーする管理体制が機能している。沖合底びき網漁業は国、ほかの県知事許可と自由

漁業は県が主体に取締りを実施し、法令違反に対する罰則規定は有効である。国の資源

管理指針でも取り上げられ TAC等対象種を除くほかの ABC算定対象種に先んじて、順

応的管理の仕組みが部分的にも導入されてきている。自由漁業のはえ縄の比率はかなり

小さく、実質すべての漁業者は特定でき、また自由漁業を含めて実質すべての漁業者は

漁業者組織へ所属している。各漁業種類は漁業協同組合等の単位で休業等を内容とする

資源管理計画を実施している。経営改善や流通販売に関する活動は各県の漁業者組織で

全面的に実施されている。自主的及び公的管理への関係者の関与や、利害関係者の参画

についても遊漁者等の関与は高く評価された。資源管理計画の評価・検証の協議は十分

行われていないと評価された。 

 
地域の持続性 
 日本海系群のマダラは、沖合底びき網（秋田県）、小型底びき網（秋田県、山形県、

新潟県、石川県）、その他の刺し網（新潟県、石川県）、その他のはえ縄（秋田県、石川

県）で大部分が獲られている。漁業収入は中程度で推移し、収益率のトレンドは高く、

漁業関係資産のトレンドは低かった。経営の安定性については、収入の安定性、漁獲量

の安定性ともに中程度であった。漁業者組織の財政状況は未公表の組織も含まれた。操

業の安全性は高かった。地域雇用への貢献はやや低かった。労働条件の公平性について

は、漁業及び加工業で特段の問題はなかった。買受人は各市場とも取扱数量の多寡に応

じた人数となっており、セリ取引、入札取引による競争原理は概ね働いている。取引の

公平性は確保されている。卸売市場整備計画により衛生管理が徹底されており、 仕向
けは高級消費用である。先進技術導入と普及指導活動はおおむね行われており、物流シ

ステムは整っていた。水産業関係者の所得水準は中程度である。地域毎に特色ある漁具

漁法が残されており、伝統的な加工技術や料理法がある。 

 
健康と安全・安心 
 マダラには、タウリンが多く含まれている。タウリンは、アミノ酸の一種で、動脈硬

化予防、心疾患予防等の効果を有する。旬は 12 月～2月である。また、肝臓に含まれる

肝油にはビタミン Aと Dが多い。ビタミン Aは、視覚障害の予防に効果があり、ビタミ

ン Dは骨の主成分であるカルシウムやリンの吸収に関与している。利用に際しての留意

点は、生食によるアニサキス感染防止である。アニサキスは、魚の死後時間経過にとも
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ない内臓から筋肉へ移動するため、生食には新鮮な魚を用いること、内臓の生食はしな

い、冷凍・解凍したものを刺身にする等で防止する。また、鮮度低下が早く、臭気の発

生や冷凍保管中の劣化が起こりやすいため取り扱いには気をつける。 
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1．資源の状態 

概要 

対象種の資源生物研究・モニタリング（1.1） 
 本種は重要な水産資源であり、資源生態に関する調査研究は古くから進められてきた。

分布・回遊、年齢・成長・寿命、成熟・産卵に関する知見は、学術論文や報告書として

蓄積されており、資源評価の基礎情報として利用可能である（1.1.1 3～4点）。漁獲量・

努力量データの収集、新規加入量に関する調査船調査、および水揚物の生物調査等の定

期的な科学調査等のモニタリングが毎年行われている（1.1.2 4～5点）。このように定

期的に収集される漁業データ、科学調査データに基づき、年齢別漁獲尾数の収集および

資源量推定が行われ、資源評価が毎年実施されている（1.1.3.1 4点）。資源評価の内容

は公開の場を通じて利害関係者の諮問やパブリックコメントを受けて精緻化されてい

る（1.1.3.2 5点）。 

 
資源の水準・動向（1.2） 
 親魚量及び資源量から、資源水準及び動向を、それぞれ判断した。資源水準の区分を

2000 年から 2017 年の親魚量の最高値（2005 年、8,000 トン）と Blimit（3,600 トン）の

間を 3等分する境界とした。2017 年の親魚量は 7,800 トンであり、高位と判断した。資

源動向は、最近 5 年間（2013～2017 年）の資源量の推移から、増加と判断した（1.2.1 
5点）。 

 
漁業の影響（1.3） 
 現状の漁獲圧（Fcurrent）は Flimit（Fmed）よりも低い（1.3.1 5点）、現状の漁獲圧

が続いた場合 2024 年の資源量は増加すると予測される（1.3.2 4点）。資源評価結果を

受けて設定された ABC、並びに予防的措置は漁業管理方策に反映されていない（1.3.3.1、
1.3.3.2 2点）。産卵期の成魚が主な漁獲対象であり、若齢魚への漁獲圧は低く、特段の

漁業管理方策は策定されていない（1.3.3.4 1点）。遊漁による漁獲は小さいため資源管

理に考慮されず、外国漁船及び IUU 漁業による漁獲はない（1.3.3.5 4点）。 

 

評価範囲 

①  評価対象魚種の漁業と海域 
 2018 年の「我が国周辺水域の漁業資源評価」（佐久間ほか 2019）によれば、2017 年
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におけるマダラ日本海系群の漁獲量は 2,490 トンであった。このうち底びき網が半数近

くを占め、3割弱が刺し網、定置網とはえ縄は 1割前後であった。対象海域はマダラ日

本海系群が分布する石川県沖及び日本海北部とする。 

② 評価対象魚種の漁獲統計資料の収集 
 長期的な漁獲統計は農林水産省により毎年集計されている漁業養殖業生産統計年報

として公表されている。1996 年以降については、「我が国周辺水域の漁業資源評価」に

おいて漁法別の漁獲統計が収集されている。 

③ 評価対象魚種の資源評価資料の収集 
 水産庁の我が国周辺水域漁業資源評価等推進事業の一環として、水産機構が府県の水

産試験研究機関等と共同して実施した調査結果をもとに資源評価が実施され、その結果

の報告は「我が国周辺水域の漁業資源評価」として印刷・公表されている。 

④ 評価対象魚種を対象とする調査モニタリング活動に関する資料の収集 
 評価対象魚種について行われている、モニタリング調査に関する論文・報告書を収集

する。 

⑤ 評価対象魚種の生理生態に関する情報の集約 
 評価対象魚種について行われている、生理生態研究に関する論文・報告書を収集する。 

 
  



 
 

7 

1.1 対象種の資源生物研究・モニタリング・評価手法 

1.1.1 生物学的情報の把握 
 資源の管理や調査を実行するためには生活史や生態など、対象魚種の生物に関する基

本的情報が不可欠である（田中 1998）。対象魚種の資源状況を 1.2以降で評価するため

に必要な、生理・生態情報が十分蓄積されているかどうかを、1.1.1.1～1.1.1.4 の 4項目

について評価する。評価対象となる情報は、①分布と回遊、②年齢・成長・寿命、③成

熟と産卵の各項目とする。種苗放流を実施している魚種については、④種苗放流に必要

な基礎情報も対象とする。個別に採点した結果を単純平均して総合得点を算出する。 

1.1.1.1 分布と回遊 
 本系群は、青森県の日本海側沖合から能登半島周辺の海域にいたる水深 200～400m
前後に広く分布する。産卵期にいくぶん浅い海域に移動するとされるが（三島 1989、
水産庁 1989）、回遊・集団構造に関する知見は少ない（菅野ほか 2001）。広域移動を行

う個体がいる一方、比較的限られた海域で地域個体群を形成するものもいると考えられ

ている。以上より 3点を配点する。 

1 点 2 点 3 点 4 点 5 点 

利 用 で き

る 情 報 は

ない 

生活史の一部の

ステージにおい

て、把握され、十

分ではないが、い

くつかの情報が

利用できる 

生活史のほぼ全

てのステージに

おいて把握され、

資源評価に必要

な最低限の情報

がある 

生活史の一部の

ステージにおい

て、環境要因によ

る変化なども含

め詳細に把握さ

れ、精度の高い情

報が利用できる 

生活史のほぼ全て

のステージにおい

て、環境要因など

による変化も詳細

に含め把握され、

精度の高い十分な

情報が利用できる 

 

1.1.1.2 年齢・成長・寿命 
 本系群は、体長 50cm台の漁獲加入サイズとなるまで一年で 10cm以上の早い成長を

示し、1歳で体長 18cm、2歳で 32cm、3歳で 44cm、4歳で 55cm、5歳で 63cm、8歳で
81cm に達する(柴田 1994)。寿命は 10歳と推定されている。以上より 4点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる

情報はない 

対象海域以外

など十分では

ないが、いく

つかの情報が

利用できる 

対象海域において

ある程度把握さ

れ、資源評価に必

要な最低限の情報

が利用できる 

対象海域にお

いてほぼ把握

され、精度の

高い情報が利

用できる 

対象海域において環

境要因などの影響も

含め詳細に把握さ

れ、精度の高い十分

な情報が利用できる 

 

1.1.1.3 成熟と産卵 
 雄は体長 40cm以上、雌は体長 50cm以上で成熟すると考えられ（中田ほか 1995）、
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成熟年齢は 3～4 歳と推察される。産卵期は 1～3 月であり、産卵場は局所的に分布す

る。その底質は、卵が採集された場所から判断して、泥底、砂泥底、礫砂底、礫底と考

えられる（與世田ほか 1992）。また、飼育実験から、産卵は一回の放卵で完了すること

が報告されている（桜井・吉田 1990）。以上より 4点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる

情報はない 

対象海域以外

など十分では

ないが、いく

つかの情報が

利用できる 

対象海域において

ある程度把握さ

れ、資源評価に必

要な最低限の情報

が利用できる 

対象海域にお

いてほぼ把握

され、精度の

高い情報が利

用できる 

対象海域において環

境要因などの影響も

含め詳細に把握さ

れ、精度の高い十分

な情報が利用できる 

 

1.1.1.4 種苗放流に必要な基礎情報 
 本種については、大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

把握され

ていない 

データは

あるが分

析されて

いない 

適正放流数、放流適

地、放流サイズ等の利

用できる情報があり分

析が進められている 

適正放流数、放

流適地、放流サ

イズは経験的に

把握されている 

適正放流数、放流適

地、放流サイズは調

査・研究によって把

握されている 

 

1.1.2 モニタリングの実施体制 
 資源生物学的情報を収集するためのモニタリング調査によって、対象魚種の把握並び

に資源管理の実施に必要な多数の有益な情報を得ることができる。モニタリング体制と

しての項目並びに期間について、1.1.2.1～1.1.2.6 の 6項目において資源評価の実施に必

要な情報が整備されているかを評価する。評価対象となる情報は、①科学的調査、②漁

獲量の把握、③漁獲実態調査、④水揚物の生物調査、である。種苗放流を実施している

魚種については、⑤種苗放流実績の把握、⑥天然魚と人工種苗の識別状況、についても

対象とする。個別に採点した結果を単純平均して総合得点を算出する。ここでいう期間

の長短とは、動向判断に必要な 5 年間または、3世代時間（IUCN 2019）を目安とする。 

1.1.2.1 科学的調査 
 青森県から新潟県にいたる各海域における調査船調査等により、2006 年以降のマダ

ラ 0歳魚または 1歳魚の資源量指標値が把握されている（佐久間ほか 2019）。以上より

4点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

資源評価に必要

な短期間のいく

つかの情報が利

用できる 

資源評価に必要

な短期間の十分

な情報が利用で

きる 

資源評価に必要

な長期間のいく

つかの情報が利

用できる 

資源評価に必要

な長期間の十分

な情報が利用で

きる 
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1.1.2.2 漁獲量の把握 
 漁獲量は、1980 年代中頃まで 1,700～4,200 トンの間で、1989 年に過去最高の 5,200 ト

ンとなった後 1992～2004 年までは 1,000～2,100 トンの間で、いずれも周期的に変動し

た（図 1.1.2.2）。2005 年以降は概ね 3,000 トン前後で推移していたが、2015 年以降減少

し、2017 年は 2,500 トンとなった（佐久間ほか 2019）。以上より 5点を配点する。 

図 1.1.2.2 県別漁獲量及び漁法別漁獲量 
 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁獲量は不

明である 

一部の漁獲量

が短期間把握

できている 

一部の漁獲量が長期間把握

できているが、総漁獲量に

ついては把握できていない 

総漁獲量が短

期間把握でき

ている 

総漁獲量が

長期間把握

できている 

 

1.1.2.3 漁獲実態調査 
 沖底小海区区分のうち本系群の範囲に相当する男鹿北部、男鹿南部、新潟沖、能登沖

及び加賀沖における有効漁獲努力量は、概ね減少傾向にある（図 1.1.2.3）（佐久間ほか 
2019）。以上より 4点を配点す

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1.1.2.3 沖底の小海区別有効

漁獲努力量 
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1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

分布域の一部に

ついて短期間の

情報が利用でき

る 

分布域の全体を

把握できる短期

間の情報が利用

できる 

分布域の一部に

ついて長期間の

情報が利用でき

る 

分布域の全体を

把握できる長期

間の情報が利用

できる 

 

1.1.2.4 水揚物の生物調査 
 本海域では底びき網の漁獲物については山形県において 2000 年以降、刺し網の漁獲

物については青森県において 2005 年以降、それぞれ体長測定が行われ、体長組成が得

られている（佐久間ほか 2019）。以上より 4点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

分布域の一部に

ついて短期間の

情報が利用でき

る 

分布域の全体を

把握できる短期

間の情報が利用

できる 

分布域の一部に

ついて長期間の

情報が利用でき

る 

分布域の全体を

把握できる長期

間の情報が利用

できる 

 

1.1.2.5 種苗放流実績の把握 
 本種については、大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

放流実績等

の記録はほ

とんどない 

. 一部の項目、地

域、時期について

は、放流実績等が

記録されていない 

親魚の由来、親魚

数、放流数、放流

サイズ、放流場所

の大部分は継続的

に記録されている 

対象資源について、親魚

の由来、親魚数、放流

数、放流サイズ、放流場

所が全て把握され継続的

に記録されている 

 

1.1.2.6 天然魚と人工種苗の識別状況 
 本種については、大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

天然魚と放流魚

の識別が出来な

い状態である 

. 標識等により人工

種苗と天然種苗の

識別が可能である 

. 標識等により人工種苗の

放流履歴（年、場所等）

まで把握可能である 

 

1.1.3 資源評価の方法と評価の客観性 
 資源評価は、漁業が与える影響により漁獲生物資源がどのように変化したかを把握し、

また、将来の動向を予測するため、漁獲統計資料や各種の調査情報を収集解析すること

であり、資源（漁業）管理のための情報として非常に重要である（松宮 1996）。資源評

価方法、資源評価結果の客観性を 1.1.3.1、1.1.3.2 の 2項目で評価する。 
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1.1.3.1 資源評価の方法 
 チューニング VPA により、2000～2017 年の年齢別資源尾数及び資源重量を推定した。

計算には漁業種類別漁獲統計、漁獲物の体長組成（底びき網及び刺し網）、年齢－体長

関係及び体長－体重関係を用いた。自然死亡係数（M）は 0.28 とした（佐久間ほか 2019）。
以上より評価手法 1 により判定し、4点を配点する。 

評価

手法 
1点 2点 3点 4点 5点 

① . . . 単純な現存量

推定の経年変

化により評価 

努力量情報を加える

など詳細に解析した

現存量推定の経年変

化により評価 

② . . 単純なCPUEの

経年変化によ

り評価 

標準化を行うな

ど詳細に解析し

たCPUEの経年変

化により評価 

. 

③ . 一部の水揚げ地の

漁獲量経年変化の

みから評価また

は、限定的な情報

に基づく評価 

漁獲量全体の

経年変化から

評価または、

限定的な情報

に基づく評価 

. . 

④ . . . 分布域の一部で

の調査に基づき

資源評価が実施

されている 

分布域全体での調

査に基づき資源評

価が実施されてい

る 

⑤ 資源評価無 . . . . 

 

1.1.3.2 資源評価の客観性 
 水産庁の我が国周辺水域漁業資源評価等推進事業の参画機関である、水産研究・教育

機構及び都道府県の水産試験研究機関等ではデータと解析結果を資源評価検討の場で

あるブロック資源評価会議前に公開している。資源評価の翌年度までにデータを含め、

水産庁のホームページにて公開している。報告書作成過程では、複数の有識者に助言協

力を仰ぎ、有識者の意見にそった修正がブロックの資源評価会議でなされる。マダラ日

本海系群は 9 月上旬に開催される日本海ブロック資源評価会議でその資源評価案が議

論される。資源評価への関心が高まっていることを踏まえ、本会議は一般傍聴を認めて

おり、パブリックコメントも受付けている。データや検討の場が公開されており、資源

評価手法並びに結果については外部査読が行われている。以上より 5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

データや検討の場

が非公開であり、

報告書等の査読も

行われていない 

. データや検討の場が条件付

き公開であり、資源評価手

法並びに結果については内

部査読が行われている 

. データや検討の場が公開

されており、資源評価手

法並びに結果については

外部査読が行われている 
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1.1.4 種苗放流効果 
 本種については、大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

 

1.2 対象種の資源水準と資源動向 

1.2.1 対象種の資源水準と資源動向 
 親魚量及び資源量から、資源水準及び動向を、それぞれ判断した。資源水準の区分を

2000～2017 年の親魚量の最高値（2005 年、8,000 トン）と Blimit（3,600 トン）の間を 3
等分する境界とした（図 1.2.1右）。2017 年の親魚量は 7,800 トンであり、高位と判断し

た。資源動向は、最近 5 年間（2013～2017 年）の資源量の推移から、増加と判断した

（図 1.2.1左）（佐久間ほか 2019）。以上より 5点を配点する。 

図 1.2.1 資源量及び親魚量 
1点 2点 3点 4点 5点 

低位・減少 

低位・横ばい 

判定不能、不明 

低位・増加 

中位・減少 

中位・横ばい 高位・減少 

中位・増加 

高位・増加 

高位・横ばい 

 

1.3 対象種に対する漁業の影響評価 

1.3.1 現状の漁獲圧が対象資源の持続的生産に及ぼす影響 
 現状の漁獲圧（Fcurrent＝0.36）は Flimit（Fmed＝0.49）よりも低い（佐久間ほか 2019）
ため持続的生産に影響はないと判断される。以上より評価手法 1 により判定し、5点を
配点する。 
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評価

手法 
1点 2点 3点 4点 5点 

① Bcur ≦ Blimit 

Fcur ＞ Flimit 

. Bcur ＞ Blimit 

Fcur ＞ Flimitまたは 

Bcur ≦ Blimit 

Fcur ≦ Flimit 

. Bcur ＞ Blimit 

Fcur ≦ Flimit 

② Ccur ＞ ABC . . Ccur ≦ ABC . 

③ 漁業の影響が大きい . 漁業の影響が小さい . . 

④ 不明、判定不能 . . . . 

 

1.3.2 現状漁獲圧での資源枯渇リスク 
 現状の漁獲圧が続いた場合、2024 年の資源量、親魚量ともに増加すると予測される

ため（図 1.3.2、佐久間ほか 2019）、資源枯渇のリスクは低いと判断される。以上より評

価手法 2 により判定し、4点を配点する。 

図 1.3.2 資源量（左）と親魚量（右）の将来予測（佐久間ほか 2019） 
評価

手法 
1点 2点 3点 4点 5点 

① 資源枯渇リスク

が高いと判断さ

れる 

. 資源枯渇リスク

が中程度と判断

される 

. 資源枯渇リスク

がほとんど無い

と判断される 

②③ 資源枯渇リスク

が高いと判断さ

れる 

資源枯渇リス

クが中程度と

判断される 

. 資源枯渇リス

クが低いと判

断される 

. 

④ 判定していない . . . . 

 

1.3.3 資源評価結果の漁業管理への反映 
 資源評価は、それ自体が最終的な目的ではなく、資源管理、漁業管理のための情報を

増大させる一環として位置づけられる（松宮 1996）。漁業管理方策策定における資源評

価結果の反映状況を、規則と手続きの視点から評価する。 
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1.3.3.1 漁業管理方策の有無 
 資源評価結果を受けて ABC は設定されるが、その値は漁業管理方策には反映されて

いない。以上より 2点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業制御

規則はな

い 

漁獲制御規則が

あるが、漁業管

理には反映され

ていない 

. 漁獲制御規則が

あり、その一部

は漁業管理に反

映されている 

漁獲制御規則があり、漁業管理

に十分反映されている。若しく

は資源状態が良好なため管理方

策は管理に反映されていない 

 

1.3.3.2 予防的措置の有無 
 我が国の資源管理のための漁獲方策（harvest control rule）では、管理基準設定に際し

不確実性を考慮した管理基準が設定されているが、施策には反映されていない。以上よ

り 2点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

予防的措置が考

慮されていない 

予防的措置は考慮

されているが、漁

業管理には反映さ

れていない 

. 予防的措置は考慮

されており、その

一部は漁業管理に

十反映されている 

予防的措置が考

慮されており、

漁業管理に十分

反映されている 

 

1.3.3.3 環境変化が及ぼす影響の考慮 
 新規加入量の変動に環境変化の影響が存在すると思われるが、情報は得られていない。

以上より 2点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

環境変化の影響

については、調

べられていない 

環境変化の影響が

存在すると思われ

るが、情報は得ら

れていない 

環境変化の影響

が把握されてい

るが、現在は考

慮されていない 

環境変化の影

響が把握さ

れ、一応考慮

されている 

環境変化の影

響が把握さ

れ、十分に考

慮されている 

 

1.3.3.4 漁業管理方策の策定 
 本系群は、産卵期の成魚が主な漁獲対象であり、若齢魚への漁獲圧は、他系群と比べ

て低いと判断されており（後藤ほか 2017）、特段の漁業管理方策は策定されていない。

以上より 1点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

外部専門家や利害関係者の意

見は全く取り入れられていな

い、または、資源評価結果は

漁業管理へ反映されていない 

. 内部関係者の

検討により、

策定されてい

る 

外部専門

家を含め

た検討の

場がある 

外部専門家や利

害関係者を含め

た検討の場が機

能している 
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1.3.3.5 漁業管理方策への遊漁、外国漁船、IUU漁業などの考慮 
 平成 20 年度遊魚採捕量調査報告書（水産庁 2008）によると、2008 年のマダラ日本海

系群における遊漁での採捕量は 172 トンであるが、遊漁による影響は小さいと考えられ

資源管理方策には考慮されていない。また、外国漁船及び IUU 漁業による漁獲は確認

されていない。以上より 4点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

遊漁、外国

漁船、IUU

などの漁獲

の影響は考

慮されてい

ない 

遊漁、外国漁

船、IUU漁業に

よる漁獲を考慮

した漁業管理方

策の提案に向け

た努力がなされ

ている 

遊漁、外国漁

船、IUU漁業に

よる漁獲を考慮

する必要があ

り、一部に考慮

した漁業管理方

策の提案がなさ

れている 

遊漁、外国漁船、

IUU漁業による漁獲

を殆ど考慮する必

要がないか、もし

くは十分に考慮し

た漁業管理方策の

提案がなされてい

る 

遊漁、外国漁船、

IUU漁業による漁獲

を考慮する必要が

ないか、もしくは

完全に考慮した漁

業管理方策の提案

がなされている 
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2．海洋環境と生態系への配慮 

概要 

生態系情報・モニタリング（2.1） 
マダラ日本海系群を漁獲する漁業の生態系への影響の把握に必要となる情報、モニタリ

ングの有無については以下の状況である。評価対象種の生態、資源、漁業等については関

係府県、水産機構・日本海区水産研究所等で調査が行われ成果が蓄積されている（2.1.1 

4点）。当該海域では各県調査船による沖合定線調査、沿岸定線調査により水温、塩分等

の調査が定期的に実施されている（2.1.2 4点）。評価対象漁業である小型底びき網、刺

し網、はえ縄漁業は魚種別漁獲量を把握できる体制にあるが、混獲非利用種や希少種に

ついて漁業から情報収集できる体制は整っていない（2.1.3 3点）。 

 
同時漁獲種への影響（2.2） 
マダラを漁獲する漁業による他魚種への影響は以下の通りである。混獲利用種（小型底

びき網ではニギス、ホッコクアカエビ、ハタハタ、刺し網ではヒラメ、マガレイ、ウス

メバル、ズワイガニ、はえ縄ではホッケ）のうち、ヒラメ、マガレイ、ホッケの資源が

懸念される状態であった（2.2.1 小底：4点、刺し網：2点、はえ縄：2点、総合評価

2.9 点）。底びき網の混獲非利用種の大部分はキタクシノハクモヒトデであるが混獲に

よる悪影響が懸念される状況ではなかった。刺し網、はえ縄については評価に用いるデ

ータがなかった（2.2.2 小底：4点、刺し網：1点、はえ縄：1点、総合評価 2.4点）。

環境省のレッドデータブック掲載種の中で、生息域が評価対象海域と重複する動物に対

し、PSA評価を行った結果、アカウミガメでリスクが中程度となったが、その他の希少

種ではリスクは低いと判断されたことから、全体的に対象漁法が及ぼすリスクは低いと

考えられる（2.2.3 4点）。 

 
海洋環境・生態系への影響（2.3） 
食物網を通じたマダラ漁獲の間接影響であるが、マダラ自身が高次捕食者であるため

当該海域においてはマダラの捕食者は見当たらない（2.3.1.1 4点）。マダラの餌生物

と考えられるハタハタ、ムシガレイ、ホッケ、ニギスのうちホッケの資源状態が懸念さ

れるが、ホッケの資源変動は環境要因に影響されている可能性がありマダラによる捕食

が影響を与えているという根拠は見出せなかった（2.3.1.2 4点）。また、日本海深海

において食物網のトップに位置するマダラの目立った競争者は見当たらなかった

（2.3.1.3 5点）。 

漁業による生態系全体への影響であるが、日本海北区では総漁獲量及び MTLc とも
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に、最近 10 年以上の年変動は安定して推移していることから、対象漁業が生態系全体

に及ぼす影響は小さいと推定された（2.3.2 5点）。 

漁業による海底環境への影響については、はえ縄は着底漁具ではなく、刺し網は海底

面を掃海する漁具ではないため影響は軽微であると考えられる。小型底びき網の海底環

境に対する影響は、漁業の規模と強度の規模は重篤ではないが、栄養段階組成の年変動

が安定的に推移していないことから漁場の一部で海底環境への影響が懸念された

（2.3.4 はえ縄：5点、刺し網：4点、小底：3点、総合評価 3.7点）。水質への影響に

ついては、評価対象となる底びき網、刺し網及びはえ縄の環境関連法令違反に関する検

挙例は見当たらなかったことから、対象漁業からの排出物は適切に管理されており、水

質環境への負荷は低いと判断される（2.3.5 5点）。大気への影響については、小型底

びき網は我が国漁業の中では中程度の CO2排出量となっており、対象漁業からの排出ガ

スは適切に管理され、大気環境への負荷が軽微であると判断される。刺し網は網漁業の

中では漁具を曳航する漁法ではないため小底より数値が大きくなるとは考えにくい。は

え縄は他漁業からの類推を行うしかなく不確実であるため、大気環境への悪影響が懸念

されないとはいい切れないと考えられる（2.3.6 小底：4点、刺し網：4点、はえ縄：

2点、総合評価 3.7点）。 

 

評価範囲 

① 評価対象漁業の特定 
 佐久間ほか(2019a)によれば、マダラ日本海系群の漁獲量（青森県～石川県の合計）

2,923 トン（2013～2017 年の平均値）に対する漁業種類別の内訳は、小型底びき網

1,015 トン(35%)、刺し網 883 トン(30%)、釣り・はえ縄 366 トン(13%)であり、この

3 漁業種類で累積で 78％となる。釣り・はえ縄については、2017 年の農林水産統計

（市町村別結果からの積算集計）によれば日本海北区のマダラは 8割以上がはえ縄に

よって漁獲されている。したがって評価対象漁業は小型底びき網、刺し網、はえ縄と

する。 

② 評価対象海域の特定 
佐久間ほか（2019a）によれば、マダラ日本海系群の分布域は青森県沖合から能登半

島周辺海域である。したがってこの分布域とほぼ重複する日本海北区を評価対象海域と

する。 

③ 評価対象漁業と生態系に関する情報の集約と記述 
1) 漁具、漁法 

・小型底びき網：底びきでかけまわしを行う。袖網の長さ約 40ｍ、網はロープに
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付けられている。 
・刺し網：底刺し網。網サイズは不明、海底に 1～2 日設置する。 
・はえ縄：北海道のたらはえ縄の例では漁場の水深 200～250m、幹縄の長さ

6,800m、針の数 4,000 本、漁期は 4～12 月である（北海道立総合研究機構 
2013)。 

 
2) 船サイズ、操業隻数、総努力量 

・小型底びき網：5～15 トン、230隻、35,000網／年 

・刺し網：1.3～20 トン、200隻 

・はえ縄：不明 

 

3) 主要魚種の年間漁獲量 
2018 年の農林水産統計（市町村別結果からの積算集計）によれば、日本海北区におけ

る魚種別漁獲量で上位に来る種は以下の通りである。ただし、当該海区外で漁獲された

のではないかと考えられるマグロ類、カツオ、サメ類、サンマは除外した。 

魚種名 漁獲量（トン） 比率（％） 
マイワシ 12,742 13.8 
スルメイカ 5,617 6.1 
ブリ 4,257 4.6 
ベニズワイガニ 4,089 4.4 
マアジ 3,109 3.4 
マダラ 2,697 2.9 
その他イカ類 2,316 2.5 
サバ類 2,067 2.2 
総漁獲量 92,585   

＊その他イカ類とはスルメイカ、アカイカ以外である。 

 
4) 操業範囲：大海区、水深範囲 
・小型底びき網：日本海北区、200～500m 

 ・刺し網：日本海北区、200～500m 
 ・はえ縄：日本海北区（主に秋田県）、及び石川県 
 
5) 操業の時空間分布 
 ・小型底びき網：9～翌 6月 

 ・刺し網：岩礁域を含む海域。11～翌年 3月 

 ・はえ縄：不明 

6) 同時漁獲種 
2018 年農林統計（市町村別結果からの積算集計）による、日本海北区におけるマダ
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ラ漁獲量を県別に見た場合の上位県は、小型底びき網は山形県と新潟県(日本海北区の

86%)、刺し網は新潟県(同 58%)、はえ縄は秋田県(同 89%)であった。これら上位県にお

けるそれぞれの漁法の漁獲量上位の魚種は以下に示す通りである。 

 小型底びき網（山形県、新潟県） 
魚種名 漁獲量(t) 率（％） 

マダラ 606 15.8 
カレイ類 454 11.9 
マダイ 394 10.3 
ニギス 314 8.2 
その他エビ類 262 6.8 
ハタハタ 255 6.7 
ホッケ 100 2.6 
小底総計 3,828   

 
 刺し網（新潟県） 

魚種名 漁獲量(t) 率（％） 

マダラ 254 17.1 
カレイ類 177 11.9 
ヒラメ 130 8.7 
ズワイガニ 88 5.9 
タコ類 43 2.9 
マダイ 29 2.0 
刺し網総計 1,487   

 
 はえ縄（秋田県） 

魚種名 漁獲量(t) 率（％） 
マダラ 144 55.0 
クロマグロ 32 12.2 
マダイ 19 7.3 
サワラ 13 5.0 
はえ縄総計 262   

 
混獲非利用種：． 

 ・小型底びき網：クモヒトデ 

 ・刺し網：不明 

・はえ縄：不明 

7) 希少種 

環境省（2019）によるレッドデータブック掲載種の中で、生息域が評価対象海域と

重複する動物は以下の通りである。 

アカウミガメ（EN）、アオウミガメ（VU）、ヒメクロウミツバメ（VU）、コアジサシ（VU）、

カンムリウミスズメ（VU）、ヒメウ（EN）  
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2.1 操業域の環境・生態系情報、科学調査、モニタリング 

2.1.1 海洋環境や生態系に与える影響を評価するために必要な基盤情報の蓄積 

マダラ日本海系群の生態、資源、漁業等については関係県、水産機構等で調査が行わ

れ成果が蓄積されている（佐久間ほか 2019a）。以上より 4点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

 部分的だが

利用できる

情報がある 

リスクベース評

価を実施できる

情報がある 

現場観測による時系列データや生

態系モデルに基づく評価を実施で

きるだけの情報が揃っている 

 

2.1.2 海洋環境や生態系に関する科学調査の実施 
当該海域では各県調査船による沖合定線調査、沿岸定線調査で水温・塩分等の海洋

環境が定期的に調査されている(日本海区水産研究所 2020)。以上より 4点を配点す

る。 

1点 2点 3点 4点 5点 
科学調査は実施

されていない 

 海洋環境や生態系に

ついて部分的・不定

期的に調査が実施さ

れている 

海洋環境や生態系

に関する一通りの

調査が定期的に実

施されている 

海洋環境モニタリン

グや生態系モデリン

グに応用可能な調査

が継続されている 

 

2.1.3 漁業活動を通じた海洋環境・生態系のモニタリング 
漁業種類別の漁獲量については農林水産省統計部によって調査されているが、混獲

非利用種や希少種について、漁業から情報収集できる体制は整っていない。以上より

3点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
漁業活動から

情報は収集さ

れていない 

 混獲や漁獲物組

成等について部

分的な情報を収

集可能である 

混獲や漁獲物組成等

に関して代表性のあ

る一通りの情報を収

集可能である 

漁業を通じて海洋環境や生

態系の状態をモニタリング

できる体制があり、順応的

管理に応用可能である 

 

2.2 同時漁獲種 

2.2.1 混獲利用種 
評価対象である小型底びき網、刺し網、はえ縄の混獲利用種について、それぞれ CA

評価を行ったところ、小型底びき網 4点、刺し網 2点、はえ縄 2点であった。それぞれ

の漁獲量（評価範囲①参照）で重み付けした平均点は 2.9点となった。漁法別評価結果
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は以下の通りである。 

・小型底びき網 

小型底びき網によるマダラの漁獲量が大きいのは既述の如く山形県、新潟県である。新

潟県の底びき網の過去 5 年(2013～2017 年)平均の 9～翌年 6 月の魚種別漁獲量をみる

と(新潟県 2020)、比率が大きい魚種は、ニギス(30.4%)、ホッコクアカエビ(16.3%)、

カレイ類(14.8%)、ハタハタ(13.2%)、マダラ(12.7%)等となっている。このため、ニギ

ス、ホッコクアカエビ、ハタハタを混獲利用種として CA 評価を行い 4点とした。カレ

イ類は、新潟県の板びき網での漁獲を見ると(新潟県 2020)、1 位でもヤナギムシガレ

イの 32.2％であり、種ごとでは比率が小さくなるため省略した。 

小型底びき網混獲利用種に対する CA評価 
評価対象漁業 小型底びき網（かけまわし） 
評価対象海域 日本海北区 
評価対象魚種 マダラ 
評価項目番号 2.2.1 
評価項目 混獲種 

評価対象要素 

資源量 4 
再生産能力  
年齢・サイズ組成  
分布域  
その他：  

評価根拠概要 ニギス、ホッコクアカエビ、ハタハタの資源状態に懸念は見られないため、

4点とする。 

評価根拠 

ニギス（日本海系群）、ホッコクアカエビ（日本海系群）、ハタハタ（日本

海北部系群）の資源状態は以下の通りである。 
・ニギス日本海系群：1975～2017年の沖底の資源密度指数からみた資源状

態は北部では増加、西部では減少傾向にあるものの、全体では中位・横ば

いである（吉川 2019）。 
・ホッコクアカエビ日本海系群：1980～2017年の、大和堆を除く本州沿岸

における沖底の資源密度指数から判断した資源の水準・動向は、高位・増

加である（佐久間ほか 2019b）。 
・ハタハタ日本海北部系群：1972～2017年の沖底の資源密度指数からみた

資源の水準・動向は、中位・増加傾向である（飯田ほか 2019a）。 
以上の通り、ニギス、ホッコクアカエビ、ハタハタについては資源状態

に懸念は見られないため4点とする。 
 

・刺し網 

刺し網によるマダラの漁獲量が大きいのは既述の如く新潟県である。新潟県資源管理

指針（新潟県 2015）によれば、刺し網で主に漁獲される魚種は、ヒラメ、マガレイ、

シロギス、ウスメバル、ズワイガニとされる。このうち、シロギスは分布水深が浅い

ため（尾形 1980）除外し、ヒラメ、マガレイ、ウスメバル、ズワイガニを対象に CA

評価を行い 2点とした。 
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刺し網混獲利用種に対する CA評価 
評価対象漁業 刺し網 
評価対象海域 日本海北区 
評価対象魚種 マダラ 
評価項目番号 2.2.1 
評価項目 混獲種 

評価対象要素 

資源量 2 
再生産能力  
年齢・サイズ組成  
分布域  
その他：  

評価根拠概要 ズワイガニ、ウスメバルの資源状態は懸念される状態ではないが、ヒラメ、

マガレイの資源状態が懸念される状態であるため2点とする。 

評価根拠 

ヒラメ（日本海北・中部系群）、マガレイ（日本海系群）、ズワイガニ（日本

海系群B海域（新潟県以北））、及びウスメバル（新潟県）の資源状況につい

ては以下の報告がなされている。 
・ヒラメ日本海北・中部系群：1999～2017年の資源量から求めた資源の水

準・動向は、低位・横ばい。現状の漁獲圧が続いた場合、5年後の資源量は

わずかに増加するとされる（八木ほか 2019a）。 
・マガレイ日本海系群：1996～2017年の、青森県～新潟県の漁獲量から判

断した資源の水準・動向は、低位・減少である（飯田ほか 2019b）。 
・ズワイガニ日本海系群B海域（新潟県以北）：1978～2017年の沖底及び小

底の漁獲成績報告書から求めた資源密度指数によれば、資源の水準・動向は

高位・増加傾向である（藤原ほか 2019）。 
・ウスメバル（新潟県）：1991～2017年の新潟県の漁獲量から判断した資源

の水準は中位・漁獲動向は横ばいであった（新潟県 2018）。 
 以上の通り、ズワイガニ、ウスメバルの資源状態は懸念される状態ではない

が、ヒラメ、マガレイの資源状態が懸念される状態であるため2点とする。 
 

・はえ縄 

はえ縄混獲種は「評価範囲」③6)ではクロマグロ、マダイであるが、クロマグロは暖水

性の表層魚、マダイは暖水性の浅海の底魚類であるためマダラと混獲されることはない

と考え除外する。北海道のたらはえ縄ではキチジ、ホッケ、カジカ類が混獲されるが（北

海道立総合研究機構 2013）キチジは日本海側には少なく、カジカ類は北海道の水産統

計に計上されていない（北海道水産林務部 2019）ため利用種とは見做せず除外した。

ここではホッケを混獲利用種として CA評価を行い、2点とした。 

はえ縄混獲利用種に対する CA評価 

評価対象漁業 はえ縄 

評価対象海域 日本海北区 

評価対象魚種 マダラ 

評価項目番号 2.2.1 

評価項目 混獲種 

評価対象要素 資源量（指数） 2 

  再生産能力   

  年齢・サイズ組成   
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  分布域   

  その他：動物プランクトン現存量     

評価根拠概要 ホッケは懸念される資源状態であるため2点とした。 

評価根拠詳細 ホッケ（道南系群）の資源状態は以下の通りである。 

・ホッケ道南系群：1993～2017年の漁獲量から判断した資源の水準・動向は低

位・減少傾向である（森田ほか 2019）。日本海北区に面する青森～富山県におけ

る漁獲量（森田ほか 2019）も道南系群同様、近年減少傾向である（図2.2.1）。 

 

 
 図2.2.1 県別ホッケ漁獲量 

 

ホッケの漁獲量は秋季水温と負の相関が見られ、ホッケ資源の変動は海洋環境

に影響を受けている可能性があり（森田ほか 2019）、減少傾向が混獲の影響か否

かは不明であるが、手順書にしたがい2点とする。 

 

1点 2点 3点 4点 5点 
評価を実

施できな

い 

混獲利用種の中に

資源状態が悪い種

もしくは混獲によ

る悪影響のリスク

が懸念される種が

多く含まれる 

混獲利用種の中に混獲に

よる資源への悪影響が懸

念される種が少数含まれ

る。CAやPSAにおいて悪

影響のリスクは総合的に

低いが、悪影響が懸念さ

れる種が少数含まれる 

混獲利用種の中

に資源状態が悪

い種もしくは混

獲による悪影響

のリスクが懸念

される種が含ま

れない 

個別資源評価に基

づき、混獲利用種

の資源状態は良好

であり、混獲利用

種は不可逆的な悪

影響を受けていな

いと判断される 

 

2.2.2 混獲非利用種への影響 
評価対象である小型底びき網、刺し網、はえ縄の混獲非利用種について評価を行った

ところ、小型底びき網 4点、刺し網 1点（不明のため）、はえ縄 1点（不明のため）で

あった。それぞれの漁獲量（「評価範囲」①参照）で重み付けした平均点は 2.4 点とな

った。漁法別評価結果は以下の通りである。 

・小型底びき網 

 底びき網の混獲非利用種の大部分はクモヒトデ類とされる。なかでも日本海西区の例

0
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4500
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漁
獲
量
（
ト
ン
）

青森 秋田 山形 新潟 富山 合計
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ではキタクシノハクモヒトデが主である（宮嶋 2013）。クモヒトデ類の混獲量について

はデータがないが、北日本周辺を帯のように取り巻いている（藤田 1988）とされるキ

タクシノハクモヒトデがメインと考え、PSA 評価を行った。その結果リスク区分は「低

い」となり、悪影響が懸念される状況ではないため 4点とする。 

表 2.2.2a 混獲非利用種の生産性に関する生物特性値 
種名 成熟開

始年齢 
最大

年齢 
抱卵数 最大

体長 
成熟

体長 
繁殖戦略 栄養段

階TL 
密度依

存性 
出典 

キタクシノハ

クモヒトデ 
3 25 55,000 10 

(mm) 
<10 
(mm) 

浮遊幼生

期を持つ 
2（懸濁
物食） 

  藤田

(1988) 
 
表 2.2.2b 混獲非利用種の PSA 評価 

 
・刺し網 

混獲非利用種は不明であるため 1点とする。 

・はえ縄 

 北海道のたら延縄ではカジカ類が混獲非利用種と考えられる。日本海北区の混獲利用

種は不明であり、カジカ類についてもデータもないため 1点とする。 

 

以上 3 漁法のスコアを漁獲量で重み付けして平均点を求めると前述の如く 2.4 とな

るため本項目は 2点とする。 
1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実施

できない 

混獲非利用種の中

に資源状態が悪い

種が多数含まれ

る。PSAにおいて悪

影響のリスクが総

合的に高く、悪影

響が懸念される種

が含まれる 

混獲非利用種の中

に資源状態が悪い

種が少数含まれ

る。PSAにおいて悪

影響のリスクは総

合的に低いが、悪

影響が懸念される

種が少数含まれる 

混獲非利用種の

中に資源状態が

悪い種は含まれ

ない。PSAにおい

て悪影響のリス

クは低く、悪影

響が懸念される

種は含まれない 

混獲非利用種の

個別資源評価に

より、混獲種は

資源に悪影響を

及ぼさない持続

可能レベルにあ

ると判断できる 

 

評価対象生物 P（生産性，Productivity）スコア S（感受性，Susceptibiliity）スコア PSA評価結果

採点項目 標準和名 科名 学名
脊椎動物or
無脊椎動物

成
熟
開
始
年
齢

最
高
年
齢

抱
卵
数

最
大
体
長

成
熟
体
長

繁
殖
戦
略

栄
養
段
階

密
度
依
存
性

P
ス
コ
ア
総
合
点

（
算
術
平
均
）

水
平
分
布
重
複

度

鉛
直
分
布
重
複

度

漁
具
の
選
択
性

遭
遇
後
死
亡
率

S
ス
コ
ア
総
合
点

（
幾
何
平
均
）

P SA
スコア

リスク区分

2.2.3
キタクシノハ
クモヒトデ

クモヒトデ
O phiura
sarsii

無脊椎動物 1 2 1 1 1 1 1 2 1.33 3 3 1 1 1.73 2.19 低い

2.2.3

2.2.3

2.2.3

2.19 低い

対象漁業 底びき網

対象海域 日本海北区

PSAスコア全体平均
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2.2.3 希少種への影響 
 環境省（2019）によるレッドデータブック掲載種の中で、生息域が評価対象海域と重

複する動物に対し、小型底びき網・刺し網・はえ縄で PSA 評価を行った結果を以下に

示す。成熟年齢と栄養段階が高いアカウミガメでリスクが中程度となったが、その他の

希少種ではリスクは低いと判断されたことから、全体的に対象漁法が及ぼすリスクは低

いと考えられる。よって 4点とする。 

小型底びき網・刺し網・はえ縄に対する PSA 評価 

 
1点 2点 3点 4点 5点 

評価を

実施で

きない 

希少種の中に資源状態

が悪く、当該漁業によ

る悪影響が懸念される

種が含まれる。PSAやCA

において悪影響のリス

クが総合的に高く、悪

影響が懸念される種が

含まれる 

希少種の中に資源

状態が悪い種が少

数含まれる。PSAや

CAにおいて悪影響

のリスクは総合的

に低いが、悪影響

が懸念される種が

少数含まれる 

希少種の中に資源

状態が悪い種は含

まれない。PSAやCA

において悪影響の

リスクは総合的に

低く、悪影響が懸

念される種は含ま

れない 

希少種の個別

評価に基づ

き、対象漁業

は希少種の存

続を脅かさな

いと判断でき

る 
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2.3 海洋環境・生態系への影響 

2.3.1 食物網を通じた間接影響 
2.3.1.1 捕食者への影響 
太平洋側の東北海域では、カラスガレイ、アブラガレイに体長 9～11 cm のマダラが

摂餌されていた記録がある（橋本 1974）。しかし東北海域の底魚群集においてマダラは

魚食性が強い高次捕食者に位置づけられる（山村 1993）ため、マダラに強く依存する

捕食者は見当たらない。日本海においても、稚魚はアイナメ、アンコウ、クジメ、ホッ

ケの胃内容物に低い頻度で出現していたものの（柴田 1994）、太平洋同様に高次捕食者

であるとされるため 4点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 
評価を実施

できない 

多数の捕食者に定

向的変化や変化幅

の増大などの影響

が懸念される 

一部の捕食者に

定向的変化や変

化幅の増大など

の影響が懸念さ

れる 

CAにより対象漁

業の漁獲・混獲

によって捕食者

が受ける悪影響

は検出されない 

生態系モデルベースの

評価により、食物網を

通じた捕食者への間接

影響は持続可能なレベ

ルにあると判断できる 

 

2.3.1.2 餌生物 
青森県日本海側におけるマダラの餌生物は、鈴木ほか（1977）によれば、魚類（ハタ

ハタ、ムシガレイ）及び甲殻類（カニ）とされ、中田ほか（1995）によると、幼魚につ

いてはほとんど甲殻類であるが、体長 25cm あたりから魚類の割合が増え始め、45cm
以上は完全に魚食性で、魚類の内訳はホッケ、ハツメ、ニギス、ウナギガジ等である。

ここでは、日本海北区において現存量が大きいと考えられるハタハタ、ムシガレイ、ホ

ッケ、ニギスをマダラの餌生物として CA 評価を行い 4点とした。 

マダラ餌生物に対する CA評価 

評価対象漁業 小型底びき網、刺し網、はえ縄 

評価対象海域 日本海北区 

評価対象魚種 マダラ 

評価項目番号 2.3.1.2 

評価項目 餌生物への影響 

評価対象要素 資源量（指数） 4 

  再生産能力   

  年齢・サイズ組成   

  分布域   

  その他：動物プランクトン現存量     

評価根拠概要 ハタハタ、ホッケ、ムシガレイ、ニギスについて、捕食者であるマダラの

漁獲の影響は認められなかったため4点とする。 

評価根拠詳細 マダラの主要な餌と考えられるハタハタ（日本海北部系群）、ムシガレイ

（日本海系群）、ホッケ（道南系群）、及びニギス（日本海系群）の資源状

態は以下の通りである。 
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・ハタハタ日本海北部系群：1972～2017年の沖合底びき網データをもとに

した資源密度指数によれば、資源の水準・動向は中位・増加傾向である

（飯田ほか 2019a）。 

・ホッケ道南系群：1993～2017年の漁獲量から判断した資源の水準・動向

は低位・減少傾向である（森田ほか 2019）。日本海北区に面する青森～富

山県における漁獲量（森田ほか 2019）も道南系群同様、近年減少傾向であ

る（図2.3.1.2a）。 

・ムシガレイ日本海系群：八木ほか（2019b）によるムシガレイ日本海系

群の資源状態は低位・横ばいであるが、この資源は山口県、島根県沖の日

本海西部に分布している（八木ほか 2019b）。日本海北部については、新

潟県（2018）によれば1952～2017年の漁獲量で判断した資源水準は中位、

漁獲動向は横ばいである。 
・ニギス日本海系群：1975～2017年の沖底データによる資源密度指数から

みた資源状態は北部では増加、西部では減少傾向にあるものの、全体では

中位・横ばいである（吉川ほか 2019）。 

 
 図2.3.1.2a 県別ホッケ漁獲量 

 

以上の如く、ハタハタ、ニギス、ムシガレイ（新潟県）については、資

源状態は懸念される状態にないが、ホッケは懸念される状態にある。な

お、ホッケの漁獲量は秋季水温と負の相関が見られ、海洋環境の変動に影

響を受けている可能性がある（森田ほか 2019）。 

マダラ資源量と、4種の餌生物の相関関係をみると（図2.3.1.2b, c, d, e）、
ムシガレイ漁獲量とは1%水準で、ホッケ漁獲量、ハタハタ資源密度指数と

は5％水準で有意な正の相関が見られた。ニギスとの間には相関は見られ

なかった。 

これらのことは、マダラによる捕食がトップダウン的に餌生物に影響を

与えているとはいえないことを示しており、マダラ漁獲の影響が餌生物に

影響を与えているとはいえないと結論づけられよう。そのため4点とする。 

0
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漁
獲
量
（
ト
ン
）

青森 秋田 山形 新潟 富山 合計
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図2.3.1.2b マダラ資源量とハタハタ資源密度指数の関係(2000～2016年) 

 
図2.3.1.2c マダラ資源量とホッケ漁獲量の関係（2005～2016年） 

 
図2.3.1.2d マダラ漁獲量とムシガレイ漁獲量(新潟県 2018)の関係(2000

～2016年) 
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図2.3.1.2e マダラ漁獲量とニギス資源密度指数の関係（2000～2016年） 

 

1点 2点 3点 4点 5点 
評価を実

施できな

い 

多数の餌生物に定

向的変化や変化幅

の増大などの影響

が懸念される 

一部の餌生物に

定向的変化や変

化幅の増大など

の影響が懸念さ

れる 

CAにより対象漁

業の漁獲・混獲

によって餌生物

が受ける悪影響

は検出されない 

生態系モデルベースの

評価により、食物網を

通じた餌生物への間接

影響は持続可能なレベ

ルにあると判断できる 

 

2.3.1.3 競争者への影響 
評価対象漁業の混獲種の中でマダラ同様魚食性が強いのは、定置網で漁獲されるブリ

と小底の混獲種のヒラメである。しかし、マダラは産卵期（冬季）に浅海に移動する以

外は生息水深が 200～400m 前後であるのに対し、ヒラメの日本海における分布水深は

140m以浅の「おか場」（尾形 1980）、ブリは日本海表層の対馬暖流域の小型浮魚類等が

主餌料と考えられるため、日本海深海において食物網のトップに位置するマダラの目立

った競争者は見当たらない。このため 5点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 
評価を実施

できない 

多数の競争者に定

向的変化や変化幅

の増大などの影響

が懸念される 

一部の競争者に

定向的変化や変

化幅の増大など

の影響が懸念さ

れる 

CAにより対象漁

業の漁獲・混獲

によって競争者

が受ける悪影響

は検出されない 

生態系モデルベースの

評価により、食物網を

通じた競争者への間接

影響は持続可能なレベ

ルにあると判断できる 

 

2.3.2 生態系全体への影響 
2017 年の海面漁業生産統計によれば、評価対象海域の漁獲量で上位 10 種に入った魚

種の漁獲組成は図 2.3.2a の通りである。 

図 2.3.2b に示した評価対象海域における漁獲物の栄養段階組成をみると、漁獲は栄養

段階（TL）3.5-4.0で多く 3.0未満の漁獲物は少ないことが特徴である。 

y = -0.0004x + 42.403
R² = 0.032 (r=0.179 )
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図 2.3.2a 2017 年の海面漁業生産統計に

基づく日本海北区の漁獲物の種組成 
 

 

 
図 2.3.2b 2017 年の海面漁業生産統計調査（暫定値）から求めた、日本周辺大海区別の漁獲物栄

養段階組成 
 

2004～2017 年の海面漁業生産統計調査から計算した、各大海区の総漁獲量と MTLc は
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図 2.3.2c の通りである。日本海北区では、総漁獲量及びMTLc ともに安定して推移して

いることから、対象漁法が生態系全体に及ぼす影響は小さいと推定されたことから、5
点とした。 

 
図 2.3.2c 2004～2017 年の海面漁業生産統計調査から計算した、日本周辺海域の総漁獲量（青

色）と MTLc（オレンジ色） 

 

1点 2点 3点 4点 5点 
評価を実施

できない 

対象漁業による影

響の強さが重篤で

ある、もしくは生

態系特性の定向的

変化や変化幅拡大

が起こっているこ

とが懸念される 

対象漁業による影

響の強さは重篤で

はないが、生態系

特性の変化や変化

幅拡大などが一部

起こっている懸念

がある 

SICAにより対象漁

業による影響の強

さは重篤ではな

く、生態系特性に

不可逆的な変化は

起こっていないと

判断できる 

生態系の時系列

情報に基づく評

価により、生態

系に不可逆的な

変化が起こって

いないと判断で

きる 

 

2.3.3 種苗放流が生態系に与える影響 

 本種については、大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 
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2.3.4 海底環境への影響（着底漁具を用いる漁業） 
はえ縄は着底漁具でないため、5点とする。刺し網は着底漁具であるものの、海底面

を掃海する漁具ではないため影響は軽微であると考え、4点とする。小型底びき網は掃

海する着底漁具であるが、日本海北区では、着底漁具による撹乱に対する海底環境の応

答を評価するための長期的な時系列データ（多様度指数等）が利用可能でないため、

SICA 評価を行い以下の通り 3点とした。 

小型底びき網に対する SICA 評価 
評価対象漁業 小型底びき網 

評価対象海域 日本海北区 

評価項目番号 2.3.4 

評価項目 海底環境 

空間規模スコア 1 

空間規模評価根

拠概要 

日本海北区の小型底びき網（かけまわし）の操業面積は、漁業成績報告書が集計す

る10分メッシュの操業記録から、2007～2017年までに操業実績のあるメッシュの合

計面積とした。それによれば、操業面積は19,968 km2である。 

EEZ内を日本海北区の面積とすると、総面積は146,076 km2であり、小型底びき網の

操業面積は13.7%を占める。評価手順書に沿うと1そうびき（かけまわし）の空間

規模スコアは1（<30％）となる。 
時間規模スコア 2 

時間規模評価根

拠概要 

日本海北区における1そうびき（かけまわし）漁業は、9〜翌6月の10ヶ月間であ

る。実際には荒天等で操業日数は制限されるが年間の約67%が操業日数であると考

えると、時間規模スコアは2（30-60％）となる。 

影響強度スコア 1.59 

影響強度評価根

拠概要 

空間規模と時間規模のスコアはそれぞれ1, 2点、漁法はかけまわしであるから2点
で、強度スコアを算出すると、(1*2*2)^(1/3) = 1.59となる。 

水深スコア 3 

水深スコア評価

根拠 

日本海北部海域におけるマダラの分布水深は200～400ｍとされる（佐久間ほか

2019a）ため、スコアは3となる。 

地質スコア 1 

地質スコア評価

根拠 

日本海北部の大陸棚斜面域の底質はほぼ泥、または青色泥とみられる（MIRC 
2016）ことからスコアは1とした。 

地形スコア 1 

地形スコア評価

根拠 

底質はほぼ泥底と考えられることから地形は平坦と考えられるためスコアは1とし

た（MIRC 2016）。 

総合回復力 1.67 

総合回復力評価

根拠 

上記3要素の算術平均（(3+1+1)/3）から総合回復力は1.67となった。 

SRスコア 1（低い(2.31)） 

SRスコア評価根

拠 

S(規模と強度)とR(回復力)のユークリッド距離を求めると(SQRT(S^2+R^2))=2.31と
なり、中程度との境界値2.64を下回るためスコアは1(影響強度は低い)となった。 

Consequence 

（結果）スコア 

  

  

種構成 
 

機能群構成   

群集分布   

栄養段階組成 3 

サイズ組成   

Consequence ここでは、小型底びき網（かけまわし）のMTLcの経年変化をもとに栄養段階組成
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評価根拠概要 に着目して、影響強度の結果を評価した。 

 
図2.3.4 小型底びき網（かけまわし）のMTLcの経年変化 
 
MTLcは2012年まで低下し、その後上昇する経年変化が認められたことから、結果

スコアは3点とする。 
総合評価 3   

総合評価根拠 
概要 

規模と強度(SI)の評価点は2.31と重篤ではないが、栄養段階組成から見た結果(C)は
3点であり、漁場の一部で海底環境の変化が懸念される。 

以上の結果をまとめると小型底びき網（かけまわし）については、以下のシートのよ

うになったため、3点とする。 

海底環境 SICA シート 

以上 3 漁法についてスコアの漁獲量による重み付け平均値を求めると、3.7点となっ

たため、本項目は 4点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 
評価を実施

できない 

当該漁業による海底

環境への影響のイン

パクトが重篤であ

り、漁場の広い範囲

で海底環境の変化が

懸念される 

当該漁業による海

底環境への影響の

インパクトは重篤

ではないと判断さ

れるが、漁場の一

部で海底環境の変

化が懸念される 

SICAにより当該

漁業が海底環境

に及ぼすインパ

クトおよび海底

環境の変化が重

篤ではないと判

断できる 

時空間情報に基

づく海底環境影

響評価により、

対象漁業は重篤

な悪影響を及ぼ

していないと判

断できる 
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2.3.5 水質環境への影響 
 船舶から海洋への汚染物質流出や廃棄物の投棄については、海洋汚染等及び海上災害

の防止に関する法律及びその施行令によって規制されている。これにより総トン数 100

トン以上の船舶には油水分離機の設置義務(型式承認物件)があり、排出可能な水域(該

当漁船の操業海域とは合致しない)と濃度並びに排出方法が規制されている。食物くず

を距岸 12 海里以内で排出する場合は、すべての船に食物くず粉砕装置の設置が義務付

けられている。船上で廃棄物を焼却する場合には、すべての船に IMO認定品の焼却炉の

設置が義務付けられている（廃棄物の海洋投棄は食物くず以外認められていないので、

焼却しない場合は廃棄物持ち帰りとなる）。焼却炉等の設備は、5 年に一回の定期検査

と 2～3 年に一回の中間検査における検査の対象であり、検査に合格しなければ船舶検

査証書の交付が受けられず、航行できない。底びき網漁船は、いずれも許可を受けて建

造され、建造後も 5 年ごとの定期検査と 2～3 年ごとの中間検査を受けて運航されてい

る。 

 対象漁業が操業する評価対象海域を管轄する海上保安部による環境関連法令違反の

検挙数は 62件（海上保安庁 2018）であったが、本評価対象となる底びき網、刺し網お

よびはえ縄の検挙例は見当たらなかった。以上の結果から、対象漁業からの排出物は適

切に管理されており、水質環境への負荷は低いと判断されるため、5点と評価する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
取り組み状況

について情報

不足により評

価できない 

多くの物質に関

して対象漁業か

らの排出が水質

環境へ及ぼす悪

影響が懸念され

る 

一部物質に関

して対象漁業

からの排出が

水質環境へ及

ぼす悪影響が

懸念される 

対象漁業からの排

出物は適切に管理

されており、水質

環境への負荷は軽

微であると判断さ

れる 

対象漁業による水質環

境への負荷を低減する

取り組みが実施されて

おり、対象水域におけ

る濃度や蓄積量が低い

ことが確認されている 

 

2.3.6 大気環境への影響 
長谷川(2010)によれば､我が国の漁業種類ごとの単位漁獲量あたり排出量 t-CO2/t）は

下記の通りである。 
表 2.3.6 漁業種類別の漁獲量・生産金額あたり CO2排出量試算値（長谷川 2010） 

漁業種類 t-CO2/t t-CO2/百万円 

小型底びき網縦びきその他 1.407 4.98 

沖合底びき網１そうびき 0.924 6.36 

船びき網 2.130 8.29 

中小型１そうまき巾着網 0.553 4.34 

大中型その他の１そうまき網 0.648 7.57 

大中型かつおまぐろ1そうまき網 1.632 9.2 

さんま棒うけ網 0.714 11.65 

沿岸まぐろはえ縄 4.835 7.95 

近海まぐろはえ縄 3.872 8.08 
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遠洋まぐろはえ縄 8.744 12.77 

沿岸かつお一本釣り 1.448 3.47 

近海かつお一本釣り 1.541 6.31 

遠洋かつお一本釣り 1.686 9.01 

沿岸いか釣り 7.144 18.86 

近海いか釣り 2.676 10.36 

遠洋いか釣り 1.510 10.31 

 

小型底びき網は 1.407 と我が国漁業の中では中程度の CO2排出量となっている。し

たがって、対象漁業からの排出ガスは適切に管理され、大気環境への負荷が軽微である

と判断されることから、4点とした。刺し網は網漁業の中では漁具を曳航する漁法では

ないため小底より数値が大きくなるとは考えにくく同様に 4点とする。はえ縄類は上表

では総じて網漁業より数値が大きくなっている。ここでは近海ないし沿岸まぐろはえ縄

の数値を参考にすると、数値としては全体の中程度ないしそれ以上であることから不確

実性を考慮して 2点とする。3 漁法のスコアから漁獲量で重み付けした平均値を求める

と 3.7点となる。このため本項目の評価は 4点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 
評価を実施

できない 

多くの物質に関

して対象漁業か

らの排出ガスに

よる大気環境へ

の悪影響が懸念

される 

一部物質に関し

て対象漁業から

の排出ガスによ

る大気環境への

悪影響が懸念さ

れる 

対象漁業からの

排出ガスは適切

に管理されてお

り、大気環境へ

の負荷は軽微で

あると判断され

る 

対象漁業による大気環境

への負荷を軽減するため

の取り組みが実施されて

おり、大気環境に悪影響

が及んでいないことが確

認されている 
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3．漁業の管理 

概要 

管理施策の内容（3.1） 
 マダラ日本海系群を漁獲する沖合底びき、小型底びき網漁業は大臣及び県知事許可漁

業、刺し網、はえ縄漁業も県知事許可漁業で、前者の一部は漁業権行使、後者の一部は

広域漁業調整委員会承認漁業か少数は自由漁業として操業している。TAC 魚種ではな

く、アウトプット・コントロールはなされていない。漁獲圧は有効に制御されている

（3.1.1 5点）。テクニカル・コントロールについては、知事許可漁業でないはえ縄漁業

の一部を除いてほかの漁業種類には操業禁止区域、禁止期間、漁具制限が課せられてい

る（3.1.2 3点）。環境等への漁具による影響を軽減する規制は導入されており（3.1.4.1 4
点）、生態系の保全・再生活動が活発に行われているか、もしくは陸上の人間活動が対

象資源の持続性に影響しないと考えた（3.1.4.2 5点）。 

 
執行の体制（3.2） 
 管理の執行については、広域魚種として広域漁業調整委員会でも議論され、生息域を

カバーする管理体制が重層的一体的に機能している（3.2.1.1 5 点）。沖合底びき網漁業

は国、県知事許可と自由漁業は県が主体に取締りを実施しており（3.2.1.2 5点）、法令違
反に対する罰則規定は有効である（3.2.1.3 5 点）。国が作成する資源管理指針に広域魚

種と位置づけられ TAC等対象種を除くほかの ABC算定対象種に先んじて、順応的管理

の仕組みが部分的にも導入されてきている（3.2.2 3点）。 

 
共同管理の取り組み（3.3） 
 自由漁業のはえ縄漁業の比率はかなり小さく、実質すべての漁業者は特定でき

（3.3.1.1 5 点）、また自由漁業の一部はえ縄漁業を含めて実質すべての漁業者は漁業者

組織へ所属している（3.3.1.2 5 点）。各漁業種類では漁業協同組合等の単位で休業等を

内容とする資源管理計画を実施している（3.3.1.3 3 点）。鮮度保持や漁場探索の効率化

による所得向上、改革型漁船の導入の主導、直営店の運営やブランド化で販売促進がな

され、経営改善や流通販売に関する活動は各県の漁業者組織で全面的に実施されている

（3.3.1.4 5点）。自主的及び公的管理への関係者の関与は高く評価できる（3.3.2.1 4点、

3.3.2.2 5 点）。利害関係者の参画についても、遊漁者等の県国レベルでの審議会等への

関与の度合いから高く評価した（3.3.2.3 5点）。管理施策の意思決定については、特定の

関係者での資源管理計画の評価・検証に計画作成、実施者の漁業者が参加していないこ

とから協議は十分行われていないと評価した（3.3.2.4 2点）。 
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評価範囲 

① 評価対象漁業の特定 
 マダラ日本海系群を対象とする主な漁業種類は沖合底びき網漁業、小型底びき網漁業、

その他の刺し網漁業、その他のはえ縄漁業であり、これらを評価対象とする。 

② 評価対象都道府県の特定 
 マダラ日本海系群の漁獲量は沖合底びき網漁業では秋田県で、小型底びき網漁業では

秋田県、山形県、新潟県、石川県で、その他の刺し網漁業では新潟県、石川県で、その

他のはえ縄漁業では秋田県、石川県で多い。これらを漁業種類ごとの評価対象県として

特定する。以上の漁業により 2017 年にはマダラ日本海系群（青森（小泊）～石川県）

の漁獲量の 77%を漁獲している（農林水産省 2019）。 

③ 評価対象漁業に関する情報の集約と記述 
 評価対象県の評価対象漁業について、以下の情報を集約する。1）免許、許可等及び

各種管理施策の内容、2）監視体制や罰則、順応的管理の取り組み等の執行体制、3）関

係者の特定や組織化、意思決定への参画など、共同管理の取り組み、4）関係者による

生態系保全活動 
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3.1 管理施策の内容 

3.1.1 インプット・コントロール又はアウトプット・コントロール 
 沖合底びき網漁業は農林水産大臣許可漁業であり、公示にもとづいて申請し、許可証

の発給を受けて操業する。小型底びき網漁業は大臣が隻数等を枠づけした各県の法定知

事許可漁業である。刺し網漁業は知事許可あるいは共同漁業権行使規則での操業となる。

はえ縄漁業はクロマグロ管理の関係から広域漁業調整委員会承認漁業か知事許可漁業、

自由漁業としての操業をしている。マダラは TAC 魚種ではなく、アウトプット・コン

トロールはなされていない。資源水準は高位、その動向は増加である（佐久間ほか 2019）。
したがって、沖合底びき網漁業など、各漁業種類はインプット・コントロールもしくは

アウトプット・コントロールが導入されており、漁獲圧を有効に制御できていると評価

し、配点は 5点が該当する。はえ縄漁業の自由漁業に限れば「インプット・コントロー

ルとアウトプット・コントロールのどちらも導入されていない」が該当するが、その漁

獲量比率はかなり小さいと推定される。なお、第 74 回水産政策審議会資源管理分科会

において、水産庁から「まずはマダラに関して漁獲可能量制度に十分値するのか、また

それをどういうふうに管理するのか、ということを検討させていただきたい」と報告・

説明（水産庁 2015）があった経過がある。以上より 5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

インプット・コントロール

とアウトプット・コントロ

ールのどちらも施策に含ま

れておらず、漁獲圧が目標

を大きく上回っている 

. インプット・コン

トロールもしくは

アウトプット・コ

ントロールが導入

されている 

. インプット・コントロー

ルもしくはアウトプッ

ト・コントロールを適切

に実施し、漁獲圧を有効

に制御できている 

 

3.1.2 テクニカル・コントロール 
 沖合底びき網漁業では使用漁具が制限され、また沖合底びき網漁業禁止ラインが設

定されておりそれより陸側での操業は禁止されており（農林水産省 2017）、施策が一

部導入されている(3点)。各県の小型底びき網漁業では操業期間、網目、夜間操業禁止

等操業時間の規制や、距岸距離等操業の禁止区域がある(3点)。新潟県、石川県の刺し

網漁業では操業期間、網長等の制限がある(3点)。はえ縄漁業では石川県では操業期

間、漁船トン数の制限があるが、広域漁業調整委員会承認漁業や自由漁業のはえ縄漁

業では特段の制限はないため、はえ縄漁業は 2点と評価する。各漁業種類をあわせ

て、テクニカル・コントロールが一部導入されていると評価し、3点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

テクニカル・コント

ロールの施策が全く

導入されていない 

. テクニカル・コント

ロールの施策が一部

導入されている 

. テクニカル・コント

ロール施策が十分に

導入されている 
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3.1.3 種苗放流効果を高める措置 
 水産研究・教育機構能登島栽培漁業センター等で親魚養成、種苗生産や放流後の移動

等の試験研究が行われた実績がある（手塚 2006, 友田ほか 2016）が、現状では種苗放

流はなされていない。他県でも実施されていない。以上より、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

放流効果を高める措

置は取られていない 

. 放流効果を高める措置

が一部に取られている 

. 放流効果を高める措置

が十分に取られている 

 

3.1.4 生態系の保全施策 
3.1.4.1 環境や生態系への漁具による影響を制御するための規制 
 各漁業種類の漁業者が所属する沿海漁業協同組合が構成員となる団体で船底清掃、減

速航行による省エネ活動（例えば、秋田県地域水産業再生委員会 2015, 山形県水産業再

生委員会（底曳き部会） 2014, 村上地区地域水産業再生委員会 2019, 輪島地区地域水

産業再生員会 2014）を実施している。沖合底びき網漁業者の全国団体である全国底曳

網漁業連合会では、海底環境保全に向けた試験を実施した経過がある（全国底曳網漁業

連合会・漁船協会 2004、2005）。沖合底びき網漁業では、操業禁止ライン、副漁具の制

限があるものの、本海域では漁場環境の保全措置は特にない。このような一定程度の施

策導入に 3点を配点する。小型底びき網漁業も操業禁止区域の設定がなされている。刺

し網については 1枚網の使用が規則で決められており、石川県では採捕魚種制限がとも

なう場合もある。はえ縄は海底環境の改変をともなわず、環境や生態系に影響を及ぼす

ような漁具ではない。以上により、各漁業種類をあわせて 4点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

規制が全く導入さ

れておらず、環境

や生態系への影響

が発生している 

一部に導入

されている

が、十分で

はない 

. 相当程度、

施策が導入

されている 

評価対象とする漁法が生態系

に直接影響を与えていないと

考えられるか、十分かつ有効

な施策が導入されている 

 

3.1.4.2 生態系の保全修復活動 
 沿海漁業協同組合等において、秋田県では海底耕耘、海底清掃、海上の浮遊物回収、

地先海岸の清掃活動（例えば秋田県地域水産業再生委員会 2015）、山形県では藻場保全

活動（山形県漁業協同組合 2019a）、新潟県では漁民の森づくり活動（新潟県漁業協同

組合連合会 2019）、石川県では海浜清掃活動、漁民の森づくり活動、天然石けん普及活

動（石川県漁業協同組合 2019）が実施されている。生態系の保全・再生活動が活発に

行われているとともに、評価対象の漁業活動や陸上の人間活動が対象資源の持続性に影

響しないと考え、5点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

生態系の保全・

再生活動が行わ

れていない 

. 生態系の保全

活動が一部行

われている 

. 対象となる生態系が漁業活動

の影響を受けていないと考え

られるか、生態系の保全・再

生活動が活発に行われている 

 

3.2 執行の体制 

3.2.1 管理の執行 
3.2.1.1 管轄範囲 
 マダラ日本海系群は、定着性は高く回遊に関する知見は少ない。日本海北部の大陸斜

面（水深 200～400m前後）に分布し、冬季には産卵のため浅海に移動する。日本海西部

に分布するマダラは、石川県以北と遺伝的に異なると考えられている（佐久間ほか 
2019）。この海域の沖合底びき網漁業は水産庁管理調整課、同新潟漁業調整事務所、境

港漁業調整事務所が管轄している。小型底びき網漁業は水産庁管理調整課の指導監督の

もとで各県が管轄している。刺し網漁業、はえ縄漁業も各県が管轄している。漁業者団

体としては秋田県の沖合底びき網漁業者は秋田県漁業協同組合に組織されつつ、秋田県

沖合底曳網漁業協議会、全国底曳網漁業連合会に属している。小型底びき網漁業、刺し

網漁業、はえ縄漁業者はそれぞれの地域の沿海漁業協同組合（秋田県、山形県、石川県

は県漁業協同組合、新潟県は地域の沿海漁業協同組合それを通じて県漁業協同組合連合

会）に属している。マダラは広域魚種として広域漁業調整委員会でも資源管理について

説明、議論されてきた（水産庁 2014a）。生息域をカバーする管理体制が重層的かつ一

体的に確立し機能しており、5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

対象資源の生息

域がカバーされ

ていない 

. 機能は不十分である

が、生息域をカバー

する管理体制がある 

. 生息域をカバーす

る管理体制が確立

し機能している 

 

3.2.1.2 監視体制 
 沖合底びき網漁業については主に水産庁漁業取締本部と同新潟支部、境港支部が実施

している。海上保安庁も協力体制にある。指定漁業では一斉更新後の許可期間中に、原

則として全許可船舶への衛星船位測定送信機（VMS）の設置と常時作動を義務付けるこ

ととする、とされた（水産庁 2017）。漁獲成績報告書の提出率は 100%である。小型底

びき網漁業、刺し網漁業、はえ縄漁業は基本的には県の取締当局で実施している。小型

底びき網漁業、刺し網漁業、はえ縄漁業の知事許可漁業では漁獲成績報告書の提出は許

可方針や条件により提出義務がある。自由漁業によるはえ縄は少なく、クロマグロの資

源管理のため実質広域漁業調整委員会承認漁業として監視されている。十分な監視体制
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が有効に機能しており、5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

監視はおこなわ

れていない 

主要な漁港の周辺

など、部分的な監

視に限られている 

. 完璧とは言いがた

いが、相当程度の

監視体制がある 

十分な監視体制

が有効に機能し

ている 

 

3.2.1.3 罰則・制裁 
 漁業法関連法、省令に違反した場合、免許、許可の取り消しや懲役刑、罰金あるいは

その併科となる。罰則規定としては有効と考えられる。以上より 5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

罰則・制裁は設

定されていない 

. 機能は不十分であるが、

罰則・制裁が設定されて

いる 

. 有効な制裁が設定

され機能している 

 

3.2.2 順応的管理 
 複数の都道府県をまたがる資源のうちマダラ等その他広域魚種については、国の定め

る資源管理指針において、資源評価結果を更新しつつ、資源の状況は概ね安定している

が、海洋環境の変化が資源の分布や漁獲の動向に影響することから、海洋環境や漁獲の

動向等をモニタリングした上で、各地域における漁業管理等の情報を共有しつつ、各地

域における関係者間の協議や広域漁業調整委員会の場等を通じて、引き続き、資源管理

の方向性について検討する必要がある、とされている（水産庁 2019a）。TAC等対象種

を除くほかの ABC算定対象種に先んじて順応的管理の仕組みが部分的にも導入されて

きていると考え、3点を配点する。本種の TAC 管理に関する検討を進めている経過報告

として水産政策審議会 第 80 回資源管理分科会で報告、説明（水産庁 2016）された経

過がある。以上より 3点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

モニタリング結果を

漁業管理の内容に反

映する仕組みがない 

. 順応的管理の仕

組みが部分的に

導入されている 

. 順応的管理が十

分に導入されて

いる 

 

3.3 共同管理の取り組み 

3.3.1 集団行動 
3.3.1.1 資源利用者の特定 
 沖合底びき網漁業、小型底びき網漁業は許可証にもとづいて操業しているため、漁業

者を特定できる。刺し網漁業者も知事許可漁業として、または共同漁業権行使により操
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業しているため特定できる。はえ縄漁業のうち石川県は知事許可漁業、秋田県では自由

漁業であるが実質クロマグロの資源管理のため自由漁業であったはえ縄漁業は広域漁

業調整委員会承認漁業となっている場合が多く、ともに特定できる。評価手順では漁獲

金額の比率で点数を算定するとしているが、自由漁業の比率はかなり小さい。これらの

ため、実質すべての漁業者は特定できるとして、5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし 5-35% 35-70% 70-95% 実質上全部 

 

3.3.1.2 漁業者組織への所属割合 
 秋田県の沖合底びき網漁業者は秋田県沖合底曳網漁業協議会に加入し、その上部組織

は全国底曳網漁業連合会（全国底曳網漁業連合会 2019）、またそれを通じて大日本水産

会である。地域の沿海漁業協同組合である秋田県漁業協同組合にも所属する。山形県、

新潟県の小型底びき網漁業者はそれぞれ山形県漁業協同組合や新潟県の沿海漁業協同

組合に所属している。秋田県では小型底びき網漁業協議会に参集し、また秋田県漁業協

同組合に所属している。石川県では業種別団体である石川県底曳網漁業組合に参集して

いる（JFグループ石川県 2019）。刺し網漁業者、はえ縄漁業者も地域の沿海漁業協同組

合に（秋田県では北部はえなわ組合にも）所属する。これら上部組織は全国漁業協同組

合連合会である。すべての漁業者は漁業者団体に所属していることから、5点を配点す

る。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし 5-35% 35-70% 70-95% 実質上全部 

 

3.3.1.3 漁業者組織の管理に対する影響力 
 国の資源管理指針のもとで全国底曳網漁業連合会が沖合底びき網漁業における資源

管理計画を自主的に策定して、関係漁業者の休漁等を実施している。各県の小型底びき

網漁業者は協議会、県漁業協同組合、漁協、同支所において各県の資源管理指針のもと

で資源管理計画を作成して休漁を実施している。新潟県、石川県の刺し網漁業者につい

ても同様に休漁を計画している。秋田県、石川県のはえ縄漁業者も組合や組合支所が資

源管理計画により休漁等を実施している（水産庁 2014b, 水産庁 2019b）。以上により、

漁業者組織の漁業管理活動は一定程度の影響力を有していると評価し、3点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者組織が存在しな

いか、管理に関する活

動を行っていない 

. 漁業者組織の漁業管

理活動は一定程度の

影響力を有している 

. 漁業者組織が管

理に強い影響力

を有している 
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3.3.1.4 漁業者組織の経営や販売に関する活動 
 秋田県漁業協同組合では、県産魚介の直売会や南部総括支所で直売店を運営し販売を

促進している（秋田県漁業協同組合 2019）。山形県漁業協同組合を構成員とする山形県

水産業再生委員会（底曳き部会）では、浜の活力再生プランにおいて海水殺菌装置・冷

却装置の有効利用と船上活〆・神経〆による鮮度保持等で漁業収入の向上や、情報の共

有化による漁場探索の効率化等で漁業コストを削減し、底びき網漁業経営体の所得の向

上を図っている（山形県水産業再生委員会（底曳き部会） 2014）。また、山形県漁業協

同組合では直営店庄内海丸を運営している（山形県漁業協同組合 2019b）。新潟県の上

越漁業協同組合（2016）では上越地域プロジェクト改革計画によって改革型漁船の導入

による実証事業を主導している。石川県ではいしかわの寒鱈をプライドフィッシュとし

て登録し（全国漁業協同組合連合会 2019）、マダラのブランド化を含めて販売促進を行

っている。このように、経営改善や流通販売に関する活動は各県の漁業者組織で全面的

に実施されており、5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者組織がこれらの

活動を行っていない 

. 漁業者組織の一部が

活動を行っている 

. 漁業者組織が全面的

に活動を行っている 

 

3.3.2 関係者の関与 
3.3.2.1 自主的管理への漁業関係者の主体的参画 
 全国底曳網漁業連合会、業種別組合での会合のほか、各県地先の沿海漁業協同組合で

も各支所や部会の会議のほか、理事会、総会等が開催されている。行政と漁業者、県知

事と漁業者との意見交換会等も開催されている。また、マダラが TAC の候補とされた

経過から関係機関からの実態聞き取り調査への会合対応にも積極的に対応してきた。こ

れらから具体的な資料は乏しいが、年間 12 回以上の会議へ出席していると考えられ、

4点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

なし 1-5日 6-11日 12-24日 1年に24日以上 

 

3.3.2.2 公的管理への漁業関係者の主体的参画 
 秋田海区漁業調整委員会委員には秋田県漁業協同組合の役員、はえ縄漁業者、山形海

区漁業調整委員会委員（例えば、山形県 2016）には小型底びき網漁業者、新潟、佐渡

海区漁業調整委員には新潟県漁業協同組合の役員、石川海区漁業調整委員には石川県漁

業協同組合役員が選出され、関連漁業者あるいは関連漁業を擁する漁業者団体から参画

している。また、関係県海区漁業調整委員等から県互選委員が日本海・九州西広域漁業

調整委員に参加している。マダラ資源が広域魚種、次期 TAC 候補種として報告された
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経過がある水産政策審議会資源管理分科会には全国漁業協同組合連合会理事が参画し

ている（水産庁 2019c）。適切に参画していると評価して、5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし . 形式的あるいは限定的に参画 . 適切に参画 

 

3.3.2.3 幅広い利害関係者の参画 
 若干の遊漁がある。各県に漁業、遊漁、海洋性レクリエーションの利用調整等を協議

する海面利用協議会が設置されている（例えば、石川県 2019）。必要において委員会指

示を発令する海区漁業調整委員会には公益委員も選任されている。水産資源の適切な保

存及び管理に関する施策に係るものを調査審議等する国レベルの水産政策審議会資源

管理分科会には、水産、海事関係の労働組合や自然保護基金、遊漁団体等から特別委員

が参画している（水産庁 2019c）。ほぼすべての利害関係者が効果的に関与しており、5
点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者以外の利害

関係者は存在する

が、実質上関与し

ていない 

. 主要な利害関係者

が部分的・限定的

に関与している 

. 漁業者以外の利害関係

者が存在しないか、ほ

ぼすべての主要な利害

関係者が効果的に関与 

 

3.3.2.4 管理施策の意思決定 
 県作成の資源管理指針にしたがい作成された資源管理計画については、計画(Plan)､実
施(Do)､評価(Check)､改善(Act)の PDCA サイクルを着実に実施することを通じて、漁業

や資源を取り巻く状況等に応じた適切な資源管理の推進を図ることとされた。その評

価・検証状況は資源管理計画一覧（水産庁 2019b）に纏められている。資源管理計画は

指針にもとづき、関係漁業者が魚種または漁業種類ごとに、各々の自主的な取組を基本

として作成することとし、① 策定後 4 年を経過した次の年度に、各資源管理計画にも

とづく資源管理措置の実施により資源の維持･回復等の効果が見られるかどうか、その

資源管理措置が適切かどうか等につき、評価・検証する。② 評価・検証については、

外部有識者（漁業や資源管理についての専門的知識を有する者等）が参加する資源管理

協議会が実施する。③ 指標は、対象魚種の資源量や CPUE の経年的な動向を基本とし、

現時点で資源量や CPUE の把握が難しい魚種や漁業種類についても、漁獲努力量及び漁

獲量等の経年的な変化を組み合わせた定量的な資源動向を把握できるよう必要なデー

タ収集・蓄積等の体制整備を図るものとする。④ 評価・検証の結果を踏まえ、資源管

理計画の目標、管理措置の内容等の見直し、改善を図るものとするとともに、資源管理

措置を講ずる漁業者及び関係団体への周知徹底を図る（水産庁 2018）とされている。

無論、計画の参画漁業者は結果の自己評価・検証は行うであろうし、資源管理・漁業経
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営安定対策のためにも外部からの参画が必要であろうが、資源管理措置を講ずる漁業者

及び関係団体が資源管理協議会において評価・検証、目標や管理措置の内容の見直しに

参画できておらず、PDCAサイクルを回す本来の趣旨に沿っていないのではないかと危

惧される。このため、特定の関係者の機構において協議は十分に行われていないと評価

し、2点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

意思決定機

構が存在せ

ず、施策に

関する協議

もなされて

いない 

特定の関係者を

メンバーとする

意思決定機構は

存在するが、協

議は十分に行わ

れていない 

特定の関係者をメ

ンバーとする意思

決定機構は存在

し、施策の決定と

目標の見直しがな

されている 

利害関係者を構

成メンバーとす

る意思決定機構

は存在するが、

協議が十分でな

い部分がある 

利害関係者を構

成メンバーとす

る意思決定機構

が存在し、施策

の決定と目標の

見直しが十分に

なされている 

 

3.3.2.5 種苗放流事業の費用負担への理解 
 本種については、大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

コストに関する透明性

は低く、受益者の公平

な負担に関する検討は

行われていない 

. 受益者の公平な負担につ

いて検討がなされている

か、あるいは、一定の負

担がなされている 

. コストに関する

透明性が高く、

受益者が公平に

負担している 
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4．地域の持続性 

概要 

漁業生産の状況（4.1） 
 日本海系群のマダラは、沖合底びき網（秋田県）、小型底びき網（秋田県、山形県、

新潟県、石川県）、その他の刺し網（新潟県、石川県）、その他のはえ縄（秋田県、石川

県）で大部分が獲られている。漁業収入は中程度で推移していた（4.1.1.1 3点）。収益
率と漁業関係資産のトレンドについては、全国平均値の会社経営体のデータを用いた結

果、4.1.1.2 は 5点と高く、4.1.1.3 は 2点と低かった。経営の安定性については、収入の

安定性、漁獲量の安定性ともに 3点と中程度であった。漁業者組織の財政状況は未公表

の組織も含まれたため 3点であった。操業の安全性は 5点と高かった。地域雇用への貢

献は高いと判断された（4.1.3.2 5点）。労働条件の公平性については、漁業で特段の問

題はなかった（4.1.3.3 3点）。 

 
加工・流通の状況（4.2） 
 買受人は各市場とも取扱数量の多寡に応じた人数となっており、セリ取引、入札取引

による競争原理は概ね働いている（4.2.1.1 5 点）。取引の公平性は確保されている

（4.2.1.2 5点）。関税は冷凍や冷凍フィレは基本が 10%、塩蔵は基本が 15%であり、各

種の優遇措置が設けられているものの、IQ の対象品目である（4.2.1.3 3 点）。卸売市
場整備計画により衛生管理が徹底されている（4.2.2.1 5点）。仕向けは高級消費用であ

る（4.2.2.2 5点）。地域雇用への貢献はやや低いものの（4.2.3.2 2点）、労働の安全性、

労働条件の公平性も特段の問題は無かった（4.2.3.1 4 点、4.2.3.3 3 点）。以上より、

本地域の加工流通業の持続性は概ね高いと評価できる。 

 
地域の状況（4.3） 
 先進技術導入と普及指導活動は概ね行われており（4.3.1.2 4点）、物流システムは整

っていた（4.3.1.3 は 5点）。地域の住みやすさは全体平均で 4点であった（4.3.2.1）。水
産業関係者の所得水準は中程度である（4.3.2.2 3点）。漁具漁法及び加工流通技術にお

ける地域文化の継続性は高い（4.3.3.1及び 4.3.3.2 5点）。 
 

評価範囲 

① 評価対象漁業の特定 
 沖合底びき網（秋田県）、小型底びき網（秋田県、山形県、新潟県、石川県）、その他
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の刺し網（新潟県、石川県）、その他のはえ縄（秋田県、石川県） 

② 評価対象都道府県の特定 
 秋田、山形、新潟、石川 

③ 評価対象漁業に関する情報の集約と記述 
 評価対象都道府県における水産業並びに関連産業について、以下の情報や、その他後

述する必要な情報を集約する。 
1） 漁業種類、制限等に関する基礎情報 
2） 過去 10 年分の年別水揚げ量、水揚げ額 
3） 漁業関係資産 
4） 資本収益率 
5） 水産業関係者の地域平均と比較した年収 
6） 「住みよさランキング」（東洋経済新報社 2019）による各県沿海市の住みよさ偏差

値 
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4.1 漁業生産の状況 

4.1.1 漁業関係資産 
4.1.1.1 漁業収入のトレンド 
 漁業収入の傾向として、4.1.2.1で算出したマダラ日本海系群の漁獲金額データを利用

した。過去 10 年のうち上位 3 年間の各漁業による漁獲金額の平均と参照期間のうち直

近年（2015 年）の漁獲金額の比率を算出したところ、秋田県沖合底びき網: 0.52（2点）、
秋田県小型底びき網: 0.58（2点）、秋田県その他のはえ縄: 1.01（5点）、山形県小型底び

き網: 0.86（4点）、新潟県小型底びき網: 0.65（2点）、新潟県その他の刺し網: 1.00（5点）、
石川県小型底びき網: 0.72（3点）、石川県その他のはえ縄: 1.72（5点）、石川県その他の

刺し網: 0.68（2点）となった。各県及び全体の点数は、各漁業の過去 10 年の平均漁獲

金額で加重平均して算出し、3点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

50%未満 50-70% 70-85% 85-95% 95%を超える 

 

4.1.1.2 収益率のトレンド 
 漁業経営調査報告（農林水産省 2014～2018）には、漁業種類別かつ都道府県別のデ

ータはないため、漁業種類別のデータを用いて分析を実施する。秋田県の沖合底びき網

漁業では主として 20 トン未満の漁船を用いている。各県の小型底びき網漁業では主に

3～5 トン、5～10 トン、10～20 トンクラスの漁船を使用しているため、漁業経営調査

のうち個人経営体統計の主とする漁業種類別統計の小型底びき網 3～5 トン、5～10 ト

ン、10～20 トンのカテゴリのデータを使用し、平成 29 年までの直近 5 年間の収益のト

レンド 5 点を配す。同様に刺し網 3 トン未満、3～5 トン、5～10 トン、10～20 トンの

カテゴリのデータを使用し、平成 29 年までの直近 5 年間の収益のトレンド 5点を配す。

同様にその他のはえ縄、3～5 トン、10～20 トンのカテゴリのデータを使用し、平成 29
年までの直近 5 年間の収益のトレンド 5点を配す。すべての漁業で 5点のため各県の評

点も 5点となり、総合評点は 5点となる。 

1点 2点 3点 4点 5点 

0.1未満 0.1-0.13 0.13-0.2 0.2-0.4 0.4以上 

 

4.1.1.3 漁業関係資産のトレンド 
 漁業経営調査報告には、漁業種類別かつ都道府県別のデータはないため、漁業種類別

のデータを用いて分析を実施する。秋田県の沖合底びき網漁業では主として 20 トン未

満の漁船を用いる。また、各県の小型底びき網漁業では主に 3～5 トン、5～10 トン、10
～20 トンクラスの漁船を使用しているため、漁業経営調査のうち個人経営体統計の主
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とする漁業種類別統計の小型底びき網 3～5 トン、5～10 トン、10～20 トンのカテゴリ

のデータについて、平成 29 年までの直近 10 年間の漁業関係資産のトレンドとして 1点
を配点する（秋田、山形、新潟、石川）。同様に刺し網 3 トン未満、3～5 トン、5～10 ト

ン、10～20 トンのカテゴリのデータについて、平成 29 年までの直近 10 年間の漁業関

係資産のトレンド 5 点、3 点、1 点、2 点の平均である 3 点を配点する（新潟、石川）。

同様にその他のはえ縄、3～5 トン、10～20 トンのカテゴリのデータについて、平成 29
年までの直近 10 年間の漁業関係資産のトレンドとして 1点を配点する（秋田、石川）。

県ごとの評点は、漁業種類別の評点を漁業種類ごとの漁獲量を用いて加重平均して求め

た後、各県の評点を県ごとの漁獲量を用いて加重平均し、総合評点は 2 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

50%未満 50-70% 70-85% 85-95% 95%を超える 

 

4.1.2 経営の安定性 
4.1.2.1 収入の安定性 
 漁業種類ごとの漁獲金額が公表されていないことから、農林水産省の漁業・養殖業生

産統計より、各県のマダラ総漁獲量に占める評価対象漁業種類（上記統計では「その他

の漁業」に分類）による漁獲量の割合を年別で算出し、これを各県の魚種別漁業生産額

に乗じることにより、県別漁業種類別のマダラ漁獲金額を求めた。最近 10 年間

（2006~2015）の同漁業におけるマダラ漁獲金額の安定性を評価した。同漁業における

10 年間の平均漁獲金額とその標準偏差の比率を求めると、秋田県沖合底びき網: 0.28（3
点）、秋田県小型底びき網: 0.28（2点）、秋田県その他のはえ縄: 0.18（4点）、山形県小

型底びき網: 0.25（3点）、新潟県小型底びき網: 0.44（2点）、新潟県その他の刺し網: 0.13
（5点）、石川県小型底びき網: 0.63（2点）、石川県その他のはえ縄: 0.74（2点）、石川県

その他の刺し網: 0.30（3点）となった。各県及び全体の点数は、各漁業の過去 10 年の

平均漁獲金額で加重平均して算出し、3点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

1以上 0.40-1 0.22-0.40 0.15-0.22 0.15未満 

 

4.1.2.2 漁獲量の安定性 
 4.1.2.1 と同様、農林水産省の漁業・養殖業生産統計を参照し、最近 10 年間

（2006~2015）の関係県の各漁業のマダラ漁獲量の安定性を評価した。各漁業について

10 年間の平均漁獲量とその標準偏差の比率を求めたところ、秋田県沖合底びき網: 0.26
（3点）、秋田県小型底びき網: 0.21（4点）、秋田県その他のはえ縄: 0.18（4点）、山形

県小型底びき網: 0.27（3点）、新潟県小型底びき網: 0.40（3点）、新潟県その他の刺し

網: 0.13（5点）、石川県小型底びき網: 0.32（3点）、石川県その他のはえ縄: 0.71（2
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点）、石川県その他の刺し網: 0.40（3点）となった。各県及び全体の点数は、各漁業の

過去 10 年の平均漁獲量で加重平均して算出し、3点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

1以上 0.40-1 0.22-0.40 0.15-0.22 0.15未満 

 

4.1.2.3 漁業者団体の財政状況 
 当該地域の沖合底びき網漁業の経営体は、秋田県沖合底曳網漁業協議会、そしてこれ

らの上部団体である一般社団法人全国底曳網漁業連合会に主に所属している（全国底曳

網漁業連合会 2019）。しかし、これらの団体が財政状況についての報告書を公開してい

なかった。また、小型底びき網漁業、その他刺し網漁業、その他はえ縄漁業の経営体は、

主に沿海漁協に所属している。秋田県、山形県、新潟県の沿海漁協の経常利益（都道府

県単位）は赤字であった（農林水産省 2019）。石川県の沿海漁協の経常利益（都道府県

単位）は黒字であった（農林水産省 2019）。配点は、秋田県の沖合底びき網漁業は 1点、

秋田県、山形県、新潟県の小型底びき網漁業は各々1点、新潟県のその他刺し網漁業は

1点、秋田県のその他はえ縄漁業は 1点、石川県の小型底びき網漁業、その他刺し網漁

業、その他はえ縄漁業は各々5点、これらの得点を都道府県別漁業種類別漁獲量で加重

平均して 3点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

経常収支は赤字となってい

るか、または情報は得られ

ないため判断ができない 

. 経常収支はほぼ

均衡している 

. 経常利益が黒字

になっている 

 

4.1.3 就労状況 
4.1.3.1 操業の安全性 
 平成 30 年の水産業における労働災害及び船舶事故による死亡者数のうち、評価対象

漁業における事故であることが特定されたか、もしくは、評価対象漁業である可能性を

否定できない死亡者数は、秋田県 0人、山形県 0人、新潟県 0人、石川県 1人であった

（厚生労働省秋田労働局 2019, 厚生労働省山形労働局 2019, 厚生労働省新潟労働局

2019, 厚生労働省石川労働局 2019、運輸安全委員会 2019）。海面漁業従事者数は、利用

可能な最新のデータ（平成 25 年）では、秋田県 1,011人、山形県 474人、新潟県 2,579
人、石川県 3,296人であった（農林水産省 2015）。したがって、1,000人当たり年間死亡

者数は、秋田県 0人、山形県 0人、新潟県 0人、石川県 0.3034人となる。評価対象の

点数は、秋田県 5点、山形県 5点、新潟県 5点、石川県 4点となる。以上より、漁獲量

で重みづけした平均は 4.62点となり、5点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

1,000人漁期当

たりの死亡事故

1.0人を超える 

0.75-1.0人 0.5-0.75人 0.25-0.5人 1,000人漁期当

たりの死亡事故

0.25人未満 

 

4.1.3.2 地域雇用への貢献 
 水産業協同組合は当該漁業の所在地に住所を構えなければならないことを法的に定

義づけられており（水産業協同組合法第 1 章第 5条）、またその組合員も当該地域に居

住する必要がある（同法第 2 章第 18条）。そして漁業生産組合で構成される連合会も当

該地区内に住居を構える必要がある（同法第 4 章第 88条）。法務省ほか（2017）によれ

ば、技能実習制度を活用した外国人労働者についても、船上において漁業を行う場合、

その人数は実習生を除く乗組員の人数を超えてはならないと定められている。マダラ日

本海系群を漁獲する各評価対象漁業は、漁業種類が多岐にわたり一律に評価することは

難しいものの、いずれも上記の法律を遵守し地域雇用に貢献しているものと判断し、5
点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

事実上いない 5-35% 35-70% 70-95% 95-100% 

 

4.1.3.3 労働条件の公平性 
 労働基準関係法令違反により 2019 年 6 月 25 日現在で公表されている送検事案の件

数は、秋田県において 1件、山形県において 7件、新潟県において 16件、石川県にお

いて 9 件であった(セルフキャリアデザイン協会 2019)。他産業では賃金の不払いや最

低賃金以上の賃金を払っていなかった事例や外国人技能実習生に対する違法な時間外

労働を行わせた事例等があったものの、マダラ漁業ではなく、マダラ漁業における労働

条件の公平性は比較的高いと考えられる。以上より 3点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

一部被雇用者のみ待遇が

極端に悪い、あるいは、

問題が報告されている 

. 能力給、歩合制を除き、被雇用

者によって待遇が極端には違わ

ず、問題も報告されていない 

. 待遇が公平

である 

 

4.2 加工・流通の状況 

4.2.1 市場の価格形成 
 ここでは各水揚げ港（産地市場）での価格形成の状況を評価する。 
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4.2.1.1 買受人の数 
 秋田県には 10か所の魚市場がある。このうち年間取扱量が 100～500 トン未満の市場

が 3市場あるものの、7市場は年間 500～3,000 トンの中規模市場となっている。買受人

数に着目すると、50人以上登録されている市場はなく、20～50人未満の登録が 7市場、

10～20 人未満の登録が 2 市場と中規模市場にまとまっている。買受人が 5 人未満の小

規模市場も 1市場存在している。買受人 5人未満の小規模市場では、漁獲物の特性によ

って買受人がセリ・入札に参加しない可能性があり、セリ取引、入札取引による競争原

理が働かない場合も生じる（2013 年漁業センサス; 農林水産省 2015）。 
 山形県には 3か所の魚市場がある。3市場を年間取扱数量規模別にみると、年間 1,000
～3,000 トンの市場が 2、3,000～5,000 トンの市場が 1であり、3つとも中規模市場とな

っている。買受人数に着目すると、50 人以上登録されている市場が 1、20～50 人未満
の登録が 2 市場である。各市場とも取扱数量の多寡に応じた買受人の人数となってお

り、セリ取引、入札取引による競争原理は概ね働いている（2013 年漁業センサス; 農林
水産省 2015）。 
 新潟県には 18か所の魚市場がある。このうち年間取扱量が 100～500 トン未満の市場

が 6 市場あるものの、6 市場は年間 500～5,000 トンの中規模市場、6 市場が 5,0005000
トン以上の市場となっている。買受人数に着目すると、50 人以上登録されている市場

が 14市場、20～50人未満の登録が 3市場、10～20人未満の登録が 1市場ある一方、買

受人が 10 人未満の小規模市場はない。買受人は各市場とも取扱数量の多寡に応じた人

数となっており、セリ取引、入札取引による競争原理は概ね働いている（2013 年漁業セ

ンサス; 農林水産省 2015）。 
 石川県には 12 か所の魚市場がある。このうち年間取扱量が 100 トン未満の市場が 1
市場、100～500 トン未満の市場が 2市場あり、全体の約半数が年間取扱量 5,000 トン未

満の市場となっている。市場買受人数に着目すると、50人以上登録されている市場が 6
市場、20～50人未満の登録が 2市場、10～20人未満の登録が 1市場ある。買受人は各

市場とも取扱数量の多寡に応じた人数となっており、セリ取引、入札取引による競争原

理は概ね働いている（2013 年漁業センサス; 農林水産省 2015）。 
 以上のように山形県・新潟県・石川県では、産地市場に多くの買受人が登録されてい

る。このことから市場の競争の原理は働いており、公正な価格形成が行われている。一

方、秋田県には小規模市場があり、水揚げ量が少なく、自ずと買受人も少ない。このよ

うな小規模市場では漁獲物の特性によって買受人がセリ・入札に参加しない可能性があ

り、セリ取引、入札取引による競争原理が働かない場合も生じる。山形県・新潟県・石

川県は各 5点、秋田県 4.5点により、漁獲量による加重平均 4.9から、5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

. 少数の買受人が

存在する 

. 多数の買受人が

存在する 
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4.2.1.2 市場情報の入手可能性 
 各県が作成している卸売市場整備計画では、施設の整備、安全性確保、人の確保等と

並んで、取引の公平性・競争性の確保が記載されている。水揚げ情報、入荷情報、セリ・

入札の開始時間、売り場情報については公の場に掲示されるとともに、買受人の事務所

に電話・ファックス等を使って連絡されるなど、市場情報は買受人に公平に伝達されて

いる。これによりセリ取引、入札取引において競争の原理が働き、公正な価格形成が行

われている（秋田県 2016, 山形県 2016, 新潟県 2017, 石川県 2019）。以上より 5点を
配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる

情報はない 

. 信頼できる価格と量の情報

が、次の市場が開く前に明ら

かになり利用できる 

. 正確な価格と量の情

報を随時利用できる 

 

4.2.1.3 貿易の機会 
 2019 年 4 月 1 日時点での冷凍マダラの実効輸入関税率は基本 10%であるが、WTO協
定を締結している国に対しては 6%、TPP11 に対しては 4%、EU との経済連携協定では

4.7%となっている。冷凍フィレでは基本 10%であるが、TPP11 に対しては 6.6%、EU と

の経済連携協定では 7.8%となっている。塩蔵などの加工製品は基本 15%であるが、

TPP11に対しては 10%、EUとの経済連携協定では 11.7%となっている（日本税関 2019）。
また非関税障壁にあたる輸入割当も対象となっている（経済産業省 2017）。関税、非関

税障壁を平均し、3点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

貿易の機会を与

えられていない 

. 何らかの規制により公正

な競争になっていない 

. 実質、世界的な競争市場に規

制なく参入することが出来る 

 

4.2.2 付加価値の創出 
 ここでは加工流通業により、水揚げされた漁獲物の付加価値が創出される状況を評価

する。 

4.2.2.1 衛生管理 
 秋田県では、「第 10次秋田県卸売市場整備計画」に則り、県内の産地卸売市場及び小

規模市場は、県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理されている(秋田県 2016)。
また、「秋田県HACCP認証制度」を制定し、衛生管理の徹底を図っている（秋田県 2020）。 
 山形県では、「第 10次山形県卸売市場整備計画」に則り、県内の産地卸売市場及び小

規模市場は、県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理されている(山形県 2016)。
また、「やまがた農産物安全・安心取扱認証制度」を制定し、衛生管理の徹底を図って
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いる（山形県 2019）。 
 新潟県では、「第 10次新潟県卸売市場整備計画（平成 29 年 1 月）」に則り、県内の産

地卸売市場及び小規模市場は、県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理されてい

る(新潟県 2017)。また、「にいがた食の安全･安心条例」を制定し、衛生管理の徹底を図

っている（新潟県 2005）。 
 石川県では、「石川県卸売市場整備計画」に則り、県内の産地卸売市場及び小規模市

場は、県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理されている(石川県 2019)。金沢市

では、「金沢市食品衛生自主管理認証制度要綱」を制定し、衛生管理の徹底を図ってい

る（金沢市 2019）。 
 各県とも、5 年に一度改定される卸売市場整備計画に則り、産地卸売市場及び小規模

市場は、県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理されている。また、各県とも、

食品の安全性を確保するための自主的管理認証制度を制定しており、県・市町村の衛生

基準の徹底とあわせて衛生管理が徹底されている。なお、平成 30 年 6 月 13 日に食品衛

生法等の一部が改正され、すべての食品等事業者を対象に HACCP に沿った衛生管理に

取り組むこととなったため、自主的管理認証制度についての取り扱いが変更される場合

もあると思われる。以上より 5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

衛生管理が不十分で問題

を頻繁に起こしている 

. 日本の衛生管理基

準を満たしている 

. 高度な衛生管理

を行っている 

 

4.2.2.2 利用形態 
 水産流通調査（208港）の統計において、秋田県、山形県、新潟県、石川県の各港（産

地市場）に水揚げされるマダラのうち、そのほぼすべてが生鮮であった（水産庁 2018）。
鮮度の良いマダラは刺身、タラ鍋、雄の白子は高級食材として食されている。これらの

ことから 5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

魚粉/動物用餌/

餌料 

. 中級消費用（冷

凍、大衆加工品） 

. 高級消費用（活魚、

鮮魚、高級加工品） 

 

4.2.3 就労状況 
4.2.3.1 労働の安全性 
 平成 30 年の水産食料品製造業における労働災害による死傷者数は、秋田県 1人、山

形県 1人、新潟県 16人、石川県 2人であった（厚生労働省 2019）。水産関連の食料品

製造業従事者数は、利用可能な最新のデータ（平成 30 年）では、秋田県 300人、山形

県 240人、新潟県 3,541人、石川県 1,439人であった（経済産業省 2019）。したがって、
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1,000 人当たり年間死傷者数は、秋田県 3.33 人、山形県 4.17 人、新潟県 4.52 人、石川

県 1.39人となる。評価対象の点数は、秋田県 4点、山形県 3点、新潟県 3点、石川県 5
点となる。以上より、漁獲量で重みづけした平均点 3.96点から、4点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

1,000人年当た

りの死傷者7人

を超える 

7人未満6人以上 6人未満4人以上 4人未満3人以上 1,000人年当た

りの死傷者3人

未満 

 

4.2.3.2 地域雇用への貢献 
 平成 28 年度水産加工業経営実態調査（水産庁 2017）によれば、マダラ日本海系群

を漁獲する各県における水産加工会社数の全国平均(181社)に対する割合は、秋田県: 
0.39倍(2点)、山形県: 0.40倍(2点)、新潟県: 0.73(3点)、石川県: 0.27(2点)であった。

全体の点数として、各県の漁獲量で重みづけした平均点を算出し 2点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

0.3未満 0.3以上0.5未満 0.5以上1未満 1以上2未満 2以上 

 

4.2.3.3 労働条件の公平性 
 労働基準関係法令違反により 2019 年 6 月 25 日現在で公表されている送検事案の件

数は、秋田県 1件、山形県 7件、新潟県 16件、石川県 9件であったが、すべてほかの

産業であった(セルフキャリアデザイン協会 2019)。ほかの産業では、賃金の不払いや最

低賃金以上の賃金を払っていなかった事例や外国人技能実習生に対する違法な時間外

労働を行わせた事例等があったものの、マダラに関わる加工・流通における労働条件の

公平性は比較的高いと考えられる。以上より 3点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

一部被雇用者のみ待遇が

極端に悪い、あるいは、

問題が報告されている 

. 能力給、歩合制を除き、被雇用

者によって待遇が極端には違わ

ず、問題も報告されていない 

. 待遇が公平

である 

 

4.3 地域の状況 

4.3.1 水産インフラストラクチャ 
4.3.1.1 製氷施設、冷凍・冷蔵施設の整備状況 
 秋田県における冷凍・冷蔵倉庫数は 29工場、冷蔵能力は 17,631 トン（冷蔵能力を有

する 1工場当たり 608 トン）、1 日当たり凍結能力 377 トン、冷凍能力を有する 1工場
当たり 1 日当たり凍結能力 24 トンである。水揚げ量に対する必要量を満たしている



 
 

61 

（2013 年漁業センサス; 農林水産省 2015）。 
 山形県における冷凍・冷蔵倉庫数は 27工場、冷蔵能力は 18,139 トン（冷蔵能力を有

する 1工場当たり 672 トン）、1 日当たり凍結能力 2,661 トン、冷凍能力を有する 1工場
当たり 1 日当たり凍結能力 116 トンである。水揚げ量に対する必要量を満たしている

（2013 年漁業センサス; 農林水産省 2015）。 
 新潟県における冷凍・冷蔵倉庫数は 123 工場、冷蔵能力は 97,107 トン（冷蔵能力を

有する 1工場当たり 830 トン）、1 日当たり凍結能力 7,908 トン、冷凍能力を有する 1工
場当たり 1 日当たり凍結能力 111 トンである。水揚げ量に対する必要量を満たしている

（2013 年漁業センサス; 農林水産省 2015）。 
 石川県における冷凍・冷蔵倉庫数は 38工場、冷蔵能力は 59,106 トン（1工場当たり

1,555 トン）、1 日当たり凍結能力 113 トン、1工場当たり 1 日当たり凍結能力 3.0 トン

である。水揚げ量に対する必要量を満たしている（2013 年漁業センサス; 農林水産省 
2015）。 
 各県ともに、好不漁によって地域間の需給アンバランスが発生することもあるが、

商行為を通じて地域間の調整は取れている。地域内における冷凍・冷蔵能力は水揚げ

量に対する必要量を満たし各県とも 5点であり、総合評価として 5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

氷の量

は非常

に制限

される 

氷は利用できるが、

供給量は限られ、し

ばしば再利用される

か、溶けかけた状態

で使用される 

氷は限られた

形と量で利用

でき、最も高

価な漁獲物の

みに供給する 

氷は、いろいろな形で

利用でき、氷が必要な

すべての魚に対して新

鮮な氷で覆う量を供給

する能力がある 

漁港において氷

がいろいろな形

で利用でき、冷

凍設備も整備さ

れている 

 

4.3.1.2 先進技術導入と普及指導活動 
 山形県におけるマダラ小型底びき網漁業では、漁船内に冷却海水タンクや海水殺菌装

置の導入が検討されている（五十嵐 2005, 山形県水産業再生委員会(底曳き部会) 2019）。
石川県におけるマダラ刺し網及びはえ縄漁業では、船上での血抜き処理による品質向上

及び、ブランド化が実施されている（輪島地区地域水産業再生員会 2019）。なお、秋田

県におけるマダラ沖合底びき網漁業、小型底びき網漁業、はえ縄漁業、そして、新潟県

におけるマダラ小型底びき網漁業及び、刺し網漁業については先進技術導入に関する資

料を入手できなかった。よって、山形県におけるマダラ小型底びき網漁業に 5点、石川

県におけるマダラ刺し網及びはえ縄漁業に 5点、秋田県におけるマダラ沖合底びき網漁

業、小型底びき網漁業、はえ縄漁業、新潟県におけるマダラ小型底びき網漁業及び、刺

し網漁業に 3点を配点し、平均して 4点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

普及指導活動が

行われていない 

. 普及指導活動が部分的

にしか行われていない 

. 普及指導活動が行われ、最

新の技術が採用されている 
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4.3.1.3 物流システム 
 Google Map によりマダラを主に水揚げしている漁港から地方、中央卸売市場、貿易

港、空港等の地点までかかる時間を検索すると、幹線道路を使えば複数の主要漁港から

中央卸売市場への所要時間は 2時間半以下であり、ほとんどの漁港から地方卸売市場ま

では 1時間前後で到着できる。また空港、貿易港までも遅くとも 2時間以内に到着可能

であり、経営戦略として自ら貿易の選択肢を選ぶことも可能である。以上より 5点を配

点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

主要物流ハ

ブへのアク

セスがない 

. 貿易港、空港のいずれかが近

くにある、もしくはそこへ至

る高速道路が近くにある 

. 貿易港、空港のいずれもが近

くにある、もしくはそこへ至

る高速道路が近くにある 

 

4.3.2 生活環境 
4.3.2.1 地域の住みやすさ 
 地域の住みやすさの指標となる、「住みよさランキング」（東洋経済新報社 2019）に

よる住みよさ偏差値の各県沿海市の平均値を用いて評価した。住みよさ偏差値の値は、

秋田県 50.72、山形県 49.76、新潟県 51.51、石川県 52.16 であり、平均値は 51.04 とな

る。以上より 4点を配点する。 
1点 2点 3点 4点 5点 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が47以

下 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が47－

49 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が49－

51 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が51－

53 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が53以

上 

 

4.3.2.2 水産業関係者の所得水準 
 秋田県の沖合底びき網漁業者の 2017 年の所得水準は、船員労働統計調査（国土交通

省 2018）によると、持代（歩）数 1.0 の甲板員レベルの月平均給与（手当等を含む）は、

248,722 円だった。小型底びき網については、船員労働統計調査には掲載されていない

ので、農林水産省の平成 29 年漁業経営調査の 3～5､5～10､10～20 トン各階層のデータ

を用いる。小型底びき網漁業の船員の給与は、雇用労賃を最盛期の従事者数で除して、

出漁日数を用いて 30 日当たりの労賃を求めると、280,000円、690,000円、299,063円と

なり、平均すると 423,021円となる。同様に刺し網では 3 トン未満 258,750円、3～5 ト

ン 216,220円、5～10 トン 649,535円、10～20 トン 364,683円で平均すると 372,297円と

なる。また、その他のはえ縄では、3～5 トン 164,286円、10～20 トン 719,608円で、平

均すると 441,947 円となる。企業規模 10～99 人の男性平均値月給と比較すると、秋田

291,300円、山形 300,975円、新潟 318,817円、石川 351,033円であり（厚生労働省 2017）、
乗組員給与と比較すると秋田は沖底 2点、小底 4点、はえなわ 5点、山形は小底 4点、



 
 

63 

新潟は小底 4点、刺し網 4点、石川は小底 4点、刺し網 3点、はえなわ 4点となる。ま

た国税庁の平成 29 年度「民間給与実態統計調査結果」第 7表企業規模別及び給与階級

別の給与所得者数・給与額（役員）によると、全国の資本金 2,000万円未満の企業役員

の平均月給与額は 473,167円となっており、沖合底びき網漁業役員の持代（歩）数は 1.26
となっているため、秋田県の月給は 313,453円（2点）となる(国税庁 2018)。その他の

漁業は漁業経営調査のデータを用い、小型底びき網 3～5、5～10、10～20 トン各クラス

の全国平均の年間漁労所得を 12 で除して 1 ヶ月分と考えると、各階層 284,500 円、

334,083円、649,333円で、これらを平均すると 422,639円となる。前述の企業役員給与

と比較すると、2点となる。同様に刺し網では 3 トン未満 193,333円、3～5 トン 365,500
円、5～10 トン 407,500円、10～20 トン 968,917円で平均すると 483,813円（3点）とな

る。また、その他のはえ縄では、3～5 トン 66,500円、10～20 トン 978,333円で、平均

すると 522,417円（4点）となる。各県の漁業種類別の配点を漁業種類ごとの漁獲量の

比率で加重平均して各県ごとの評点を求めた後、各県ごとの評点を各県ごとの漁獲量の

割合で加重平均し、3点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

所得が地域平均

の半分未満 

所得が地域平均

の50-90% 

所得が地域平均

の上下10%以内 

所得が地域平均

を10-50%超える 

所得が地域平均

を50%以上超える 

 

4.3.3 地域文化の継承 
4.3.3.1 漁具漁法における地域文化の継続性 
 秋田県の底びき網漁業は、北部、船川、南部の 3 地区で漁具構成や漁場、漁獲物構成

等が異なる（開発調査センター 2014）。秋田県八森町では沿岸漁民がカワサキ船を使用

するようになり、沿岸から遠い沖合に出て丈夫なはえ縄を使用して相当な漁をした。機

船底びき船の出現によりサメ・タラは豊漁を極め、正月前後の港を賑わした（八森町誌

編集委員会 1989）。 
 新潟県寺泊から能生小泊にいたるタラバで行われたタラバ漁はいずれもはえ縄漁業

であった。一方、浦本村は昭和 17 年当時刺し網を自製して操業した。出雲崎では文久

年間よりはるか以前からタラはえ縄が行われていた。その後タラはえ縄の慣行専用漁業

権が免許された（桜田 1968）。 
 山形県の底びき網操業海域は水深 80mまでが「おか場」、80～200m が「あら場」、200
～300m が「たら場」と呼ばれており、マダラの底びき網はタラバで行われている（水

産庁 2008）。 
 石川県では主に輪島港、蛸島港に水揚げされる。輪島港ではマダラを狙った刺し網漁、

はえ縄漁が 11 月 10 日に解禁となり、50 隻以上が出漁する（全国漁業協同組合連合会 
2019）。 
タラ刺し網の歴史は江戸後期までさかのぼる。いわゆるタラ場における主要漁具はは
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え縄であって、底立網（刺し網）はほとんど用いられなかった。底立網は風波の少ない

湾内で用いられることが多かった。少なくとも江戸後期には若狭湾、富山湾、陸奥湾、

石巻湾等の内湾において行われたものと思う。『越中魚津浦漁猟図』にはタラを主要漁

獲対象とする底立網（刺し網）の図がある（日本学士院（編）1982）。以上のように、日

本海におけるマダラは、さまざまな地域において古来から伝統的な漁具漁法により漁獲

されてきたことから、５点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁具・漁法に地

域の特徴はない 

. 地域に特徴的な、あるい

は伝統的な漁具・漁法は

既に消滅したが、復活保

存の努力がされている 

. 地域に特徴的な、あ

るいは伝統的な漁

具・漁法により漁業

がおこなわれている 

 

4.3.3.2 加工流通技術における地域文化の継続性 
 秋田県の米代川流域地域では、マダラはスケトウダラやハタハタとともに「貝焼きっ

こ」の具材にする。ネギ、豆腐、キノコ等を加えて澄まし味にした鍋物である（三浦 1986）。
鳥海山麓由利地域では、「たらのしょっつるなべ」を作る。金浦町の金蒲山神社では、

たら祭りといわれている掛魚祭りがある。立春の日に豊漁と海上安全を祈って大タラを

縄でつるして棒に掛けて奉納し、神事が終わると各部落にタラが配られ大漁祝いの酒宴

が行われる（藤田 1986）。 
 山形県では、村山山間（軽部 1988）、県南置賜（四釜 1988）、庄内平野（池田 1988）
等、各地域で棒タラの煮付けが作られている。飛島では、身を煮付け、焼き魚、味噌漬

け、刺身にした残りの頭・骨・内臓を使って、昆布だしを使い、酒と味噌で味付けした

「どんがら汁（寒ダラ汁）」が造られる。「納屋汁」は、網元が納屋で船方衆に食べさせ

る獲れたてのタラで造る味噌汁のこと、「たら子煎り」は、タラの子と肝臓を生でよく

混ぜ、醤油、酒、砂糖を加えてから煎りしたものとされている。タラの子はほかにもこ

んにゃく･にんじんと煎り煮した子つけ、醤油を入れた寒天寄せ、新鮮なたらこを酒と

醤油に一晩漬けてご飯にかけて食べる（木村・石原 1988）。 
 新潟県の古志地域では、棒タラを煮物に入れたり、農繁期のご馳走にする（長谷川・

小幡 1985）。魚沼地域では、干しダラ等の海の魚は晴れの日のご馳走である（新宮 1985）。
頸城海岸地域では、船上では獲れたてのタラで刺身や味噌汁を作る。小さめのタラは内

臓を取り、立て塩して良く干し上げ、棒タラを作る。年間の晴れ食の棒鱈煮に料理され、

献立の主役を務める（渋谷 1985）。 
 石川県では金沢の商家では棒タラの煮付けは正月料理に欠かせない。冬の味覚として

タラの煮付け、タラの真子煮、白子の酢の物がある（守田･加納 1988）。加賀平野地域

では、冬の味覚としてタラの煮付けや味噌味でネギを加えたタラ汁、だだみ（白子）の

酢の物、正月のご馳走として棒タラ（中島･吉田 1988）。能都山里（徳成）では、冬の
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味覚としてタラの頭は味噌汁になる（守田･浜崎 1988）。能都内浦では、たらの子つけ

（刺身にゆでた卵をまぶしたもの）、たらこのなます（大根なますにゆでた卵をまぶす）、

たらの昆布じめ（生のタラを昆布で巻く）、だだみの酢の物が挙げられている（守田 
1988）。以上のように各地に伝統的な料理法が伝わっていることから、5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

加工・流通技術

で地域に特徴的

な、または伝統

的なものはない 

. 地域に特徴的な、あるいは

伝統的な加工・流通技術は

既に消滅したが、復活保存

の努力がされている 

. 特徴的な、あるいは

伝統的な加工・流通

がおこなわれている

地域が複数ある 
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5．健康と安全・安心 

5.1 栄養機能 

5.1.1 栄養成分 
 マダラの栄養成分は、表のとおりである（文部科学省 2016）。 
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5.1.2 機能性成分 
5.1.2.1 ビタミン 
 マダラの肝臓に含まれる肝油にはビタミン A と D が多く、ビタミン A は、視覚障害

の予防に効果があり、ビタミン D は骨の主成分であるカルシウムやリンの吸収に関与

している（大日本水産会 1999）。 

 

5.1.2.2 タウリン 
 マダラには、可食部 100g中に 135mg含まれている（大日本水産会 1999）。アミノ酸
の一種で、動脈硬化予防、心疾患予防、胆石予防貧血予防、肝臓の解毒作用の強化、視

力の回復等の効果がある（水産庁 2014）。 

 

5.1.3 旬と目利きアドバイス 
5.1.3.1 旬 
 マダラの旬は，12～ 2 月である（多紀ほか 1999）。 

 

5.1.3.2 目利きアドバイス 
 鮮度が良いものは、以下の特徴があり目利きのポイントとなる。 
①体表の光沢が良く、斑点や模様が鮮やかである。②鱗がはがれていない。③目が澄ん

でいる。④鰓が鮮やかな赤色である。⑤臭いがしない。⑥腹部がかたくしっかりしてい

て、肛門から内容物が出ていない（須山・鴻巣 1987）。 

 

5.2 検査体制 

5.2.1 食材として供する際の留意点 
5.2.1.1 生食におけるアニサキス感染 
 マダラにはアニサキス幼虫が寄生していることがある。アニサキス幼虫は、摂餌等の

際に口から入り、消化管から腹腔内へ移動して、内臓表面に寄生するが、魚の死後、筋

肉へ移動して筋肉内に寄生する。刺身など生食の際に、アニサキス幼虫が取り込まれる

と、まれに消化管に食い込むことで、急性または慢性の腹痛、嘔吐、下痢等が引き起こ

ることがある（アニサキス症という）。 
 予防には、①新鮮な魚を用いる、②内臓を速やかに取り除く、③目視で確認し、アニ

サキス幼虫を取り除く、④生の内臓を提供しない、⑤加熱（70℃以上で死滅）及び冷凍

（-20℃で 24時間冷凍することで感染性を失う）ことが有効である（厚生労働省 2017）。 
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5.2.1.2 鮮度低下による品質劣化 
 マダラは、鮮度低下が早いため、刺身等は現地で獲れたてのものを使用しなければな

らない。5.2.1.1 のとおり、刺身等の生食にはアニサキス感染に注意が必要である。 
 また、魚肉中にはトリメチルアミンオキシド（TMAO）が多く含まれ、鮮度低下によ

り、トリメチルアミンに分解し、魚臭を発生する。 

 

5.2.1.3 冷凍魚肉のスポンジ化 
マダラの全魚体またはフィレーを凍結貯蔵して解凍したとき、肉質が水を含んだ多孔

質のものになるスポンジ化が起こりやすい。これは、マダラの筋肉は、窒素ガスを多く

含み、凍結過程で窒素ガスが膨張する。さらに、筋肉内に多量に含まれるトリメチルア

ミンオキシドが凍結保管中に酵素作用によりホルムアルデヒドを生成する。この反応に

より筋肉はホルムアルデヒド硬化してゴム状となりスポンジ化する。タラ類の保管には

-40℃程度の低温が望ましい（福田 2010）。 

 

5.2.2 流通における衛生検査および関係法令 
 生食用生鮮魚介類では、食品衛生法第 11 条より、腸炎ビブリオ最確数が 100/g 以下

と成分規格が定められている。 

 

5.2.3 特定の水産物に対して実施されている検査や中毒対策 
本種に特に該当する検査は存在しない。 

 

5.2.4 検査で陽性となった場合の処置・対応 
市場に流通した水産物について、貝毒や腸炎ビブリオ最確数において、基準値を超え

ると食品衛生法第 6条違反（昭和 55 年 7 月 1 日, 環乳第 29号）となる。 

 

5.2.5 家庭で調理する際等の留意点 
5.2.5.1 アニサキス感染防止 
 新鮮なものを選び、内臓を速やかに除去する。刺身用として販売されていないものの

生食はしない。内臓の生食はしない。目視で確認し、アニサキス幼虫を除去する（厚生

労働省 2017）。 
 

5.2.5 2 品質劣化の防止 
 新鮮なものを選び、低温管理を徹底する。購入後は、なるべく早く調理する。冷凍品
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もなるべく早く消費する。 
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種苗放流効果*

対象種の資源水準と

資源動向
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現状の漁獲圧が対象種資源の持続的生産に及ぼ
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漁業活動を通じたモニタリング 3.0 1.0
混獲利用種 2.9 1.0

混獲非利用種 2.4 1.0
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食物網を通じた間接作用 4.3 1.0
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種苗放流が生態系に与える影響*
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重み
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インプット・コントロール又はアウトプット・コントロー

ル
5.0 1.0

テクニカル・コントロール 3.0 1.0
種苗放流効果を高める措置*

生態系の保全施策 4.5 1.0
管理の執行 5.0 1.0
順応的管理 3.0 1.0
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関係者の関与 4.0 1.0

大項目 中項目
中項目_
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重み

大項目_
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評価軸_
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漁業関係資産 3.3 1.0
経営の安定性 3.0 1.0

就労状況 4.3 1.0
市場の価格形成 4.3 1.0
付加価値の創出 5.0 1.0

就労状況 3.0 1.0
水産インフラストラクチャ 4.7 1.0

生活環境 3.5 1.0
地域文化の継承 5.0 1.0

* 種苗放流を実施している魚種についてのみ適用

地域の状況 1.0 4.4

1.0 4.3

地域の持続性

漁業生産の状況 1.0 3.6

4.0加工・流通の状況 1.0 4.1

漁業の管理

管理施策の内容 1.0 4.2

4.1

執行の体制 1.0 4.0

共同管理の取り組み

生態系・環境への配慮
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情報、科学調査、モニ

タリング

1.0 3.7

3.7

同時漁獲種 1.0 3.1
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資源の状態

対象種の資源生物研

究・モニタリング・評価

手法

1.0 4.1
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対象種に対する漁業

の影響評価
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大項目 小項目 漁業 スコア
漁業別
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スコア 小項目_重み

中項目_評
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小底 4 0.45
刺し網 4 0.39
はえ縄 2 0.16

大気環境

* 種苗放流を実施している魚種についてのみ適用

1.0
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3.7
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漁業活動を通じたモニタリング漁業活動を通じたモニタリング
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業の影響評価

現状の漁獲圧が対象種資源の持続

的生産に及ぼす影響

現状漁獲圧での資源枯渇リスク

資源評価結果の漁業管理への反映

混獲非利用種混獲非利用種 2.35 1.0 2.4

生態系・環境

大気環境 3.68

5 1.0 5.0

食物網を通じた間接作用 4.3

種苗放流が生態系に与える影響*

海底環境（着底漁具を用いる漁業） 海底環境（着底漁具を用いる漁業） 3.71 1.0 3.7

水質環境



漁業の管理

大項目 小項目 漁業 スコア
漁業別

重み*
スコア 小項目_重み

中項目_評

価点

インプット・コントロール又はアウトプット・コント

ロール
5 1.0 5.0

テクニカル・コントロール 3 1.0 3.0
種苗放流効果を高める措置*

環境や生態系への漁具による影響を制御する

ための規制
4 1.0

生態系の保全修復活動 5 1.0
管轄範囲 5 1.0
監視体制 5 1.0
罰則・制裁 5 1.0
順応的管理 3 1.0 3.0

資源利用者の特定 5 1.0
漁業者組織への所属割合 5 1.0

漁業者組織の管理に対する影響力 3 1.0
漁業者組織の経営や販売に関する活動 5 1.0
自主的管理への漁業関係者の主体的参画 4 1.0
公的管理への漁業関係者の主体的参画 5 1.0

幅広い利害関係者の参画 5 1.0
管理施策の意思決定 2 1.0

種苗放流事業の費用負担への理解*

地域の持続性

指標 小項目 漁業 スコア
漁業別

重み*
スコア 小項目_重み

中項目_評

価点

漁業収入のトレンド 3 1.0
収益率のトレンド 5 1.0

漁業関係資産のトレンド 2 1.0
収入の安定性 3 1.0

漁獲量の安定性 3 1.0
漁業者団体の財政状況 3 1.0

操業の安全性 5 1.0
地域雇用への貢献 5 1.0
労働条件の公平性 3 1.0
買受人の数 5 1.0

市場情報の入手可能性 5 1.0
貿易の機会 3 1.0
衛生管理 5 1.0
利用形態 5 1.0

労働の安全性 4 1.0
地域雇用への貢献 2 1.0
労働条件の公平性 3 1.0

製氷施設、冷凍・冷蔵施設の整備状況 5 1.0
先進技術導入と普及指導活動 4 1.0

物流システム 5 1.0
地域の住みやすさ 4 1.0

水産業関係者の所得水準 3 1.0
漁具漁法における地域文化の継続性 5 1.0

加工流通技術における地域文化の継続性 5 1.0

4.5

5.0管理の執行

* 種苗放流を実施している魚種についてのみ適用

加工・流通の状況

市場の価格形成 4.3

付加価値の創出 5.0

就労状況 3.0

地域の状況

水産インフラストラクチャ 4.7

地域文化の継承 5.0

生活環境 3.5

テクニカル・コントロール

漁業生産の状況

 集団行動

順応的管理

漁業関係資産

3.0経営の安定性

共同管理の取り組

み

4.5

関係者の関与 4.0

中項目

4.3就労状況

3.3

執行の体制

インプット・コントロール又はアウトプッ

ト・コントロール

種苗放流効果を高める措置*

中項目

管理施策の内容

生態系の保全施策


